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１ 人事委員会 

 

 (1) 人事委員会の構成 
                                 （平成２７年３月３１日現在） 

職 名 氏  名 常勤・非常勤の別 任      期 備 考 

 
 
委 員 長     
 
 

 
 
成 瀬 公 博 
 
 

 
 

非常勤 
 
 

  平成２３年７月８日 
   ～平成２７年７月７日 

（２期目） 
［委員長就任日］ 
  平成２６年８月７日 

 

 
委  員 
 

 
宮 田 政 道 
 

 
非常勤 

 

  平成２６年７月２７日 
   ～平成３０年７月２６日 

（１期目） 
委員長職務代理者 

 
委  員 
 

 
米 満 淑 恵 
 

 
非常勤 

 

  平成２５年８月１日 
   ～平成２９年７月３１日 

（２期目） 

 

 
 (2) 人事委員会の会議 

回数 開催年月日 議         題 備考 

1 平成26年 4月10日 １ 平成２５年度第２２回人事委員会議事録について 

２ 議 案 

  第１号議案 平成２６年度熊本県職員及び警察官採用試験
実施要綱の制定について 

  第２号議案 平成２６年度熊本県職員及び警察官採用試験
合格者決定要領の制定について 

  第３号議案 平成２６年度熊本県職員採用試験（免許資格
職「看護師」１０月採用）実施要綱の制定に
ついて 

第４号議案 平成２６年度熊本県職員及び警察官採用試験
の合格者数等について 

３ 報 告 
  ・平成２６年度熊本県職員等採用試験募集職種及び採用予

定人員について 
  ・苦情相談に関する事案の概要及び処理状況について 

・平成２６年職種別民間給与実態調査の実施について 

４ その他 

  ・人事委員会関係日程 

 

 

2 平成26年 4月22日 １ 平成２６年度第１回人事委員会議事録について 
２ 議 案 

第１号議案 職員の採用選考について 
３ その他 

  ・人事委員会関係日程 

 

 

3 平成26年 5月16日 １ 平成２６年度第２回人事委員会議事録について 

２ 議 案 

第１号議案 平成２６年度熊本県職員及び警察官採用試験
合格者決定要領の一部改正について 

第２号議案 熊本県職員の任用に関する規則第２６条第７
号に規定する職の承認について 
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回数 開催年月日 議         題 備考 

  第３号議案 熊本県に公平委員会の事務を委託している地
方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則
の一部を改正する規則の制定について 

第４号議案 平成２６年（人不）第２号事案の審理機関の
構成及び証拠の採否の決定の委任について 

第５号議案 平成２６年（人不）第３号事案の審理機関の
構成並びに準備手続の実施に係る事務の委任
及び証拠の採否の決定の委任について 

３ 報 告 

・平成２６年度身体障がい者を対象とする熊本県職員採用
選考試験における採用職種及び採用予定人員について 

・熊本県職員採用における受験者説明会等の実施状況につ
いて 

・平成２６年度熊本県職員等採用試験における応募状況に
ついて（５月１４日現在） 

・不服申立書の受理について 
・不服申立書の受理について 
・熊本県公務員労働組合共闘会議からの要請について 

４ その他 

  ・人事委員会関係日程 

 

4 平成26年 6月26日 １ 平成２６年度第３回人事委員会議事録について 
２ 議 案 
  第１号議案 平成２６年度熊本県職員採用試験（大学卒業

程度）第１次試験合格者の決定について 
第２号議案 平成２６年度熊本県職員採用試験（免許資格

職）第１次試験合格者の決定について 
第３号議案 職員の採用選考について 
第４号議案 「熊本県職員の管理職手当に関する規則別表

第１に規定する「人事委員会が定めるもの」
等について」の一部改正について 

３ 報 告 
・再審請求書の受理について 
・熊本県公務員労働組合共闘会議からの要請について 

４ その他 
  ・人事委員会関係日程 

 

5 
 
 
 
 

平成26年 7月 4日 
 
 
 
 

１ 平成２６年度第４回人事委員会議事録について 
２ 議 案 
  第１号議案 職員の採用選考について 

３ 協 議 
・再審請求に係る判定書（案）について 

４ その他 
・人事委員会関係日程 

 
 
 
 
 

6 平成26年 7月17日 １ 平成２６年度第５回人事委員会議事録について 
２ 議 案 

第１号議案 平成２６年度熊本県職員採用試験（大学卒業
程度）第２次試験合格者の決定について 

  第２号議案 平成２６年度熊本県職員採用試験（免許資格 

職）第２次試験合格者の決定について 
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回数 開催年月日 議         題 備考 

  第３号議案 平成２６年度熊本県職員採用試験（民間企業
等経験者対象）第１次試験合格者の決定につ
いて 

第４号議案 平成２６年度熊本県職員採用試験（看護師「
１０月採用」）第１次試験合格者の決定につ
いて 

第５号議案 平成２６年度熊本県警察官採用試験（警察官
Ａ）第１次試験合格者の決定について 

第６号議案 熊本県人事委員会事務局組織規則の一部を改
正する規則の制定について 

第７号議案 平成２２年（人不）第１号及び平成２３年（
人不）第３号事案に係る再審請求の判定につ
いて 

３ 報 告 

・平成２６年職種別民間給与実態調査の実施状況について 

４ その他 
  ・人事委員会関係日程 

 

7 
 

平成26年 8月 7日 
 

１ 平成２６年度第６回人事委員会議事録について 
２ 議 案 

第１号議案 人事委員会の委員長の選挙について 
第２号議案 人事委員会の委員長職務代理者の指定につい

て 
第３号議案 平成２６年度熊本県職員採用試験（大学卒業

程度）第３次試験合格者の決定及び採用候補
者の確定について 

第４号議案 平成２６年度熊本県職員採用試験（免許資格
職）第３次試験合格者の決定及び採用候補者
の確定について 

第５号議案 平成２６年度熊本県職員採用試験（看護師「１
０月採用」）第２次試験合格者の決定及び採用
候補者の確定について 

３ 協 議 
・平成２６年人事委員会報告及び勧告について 

４ 報 告 
・再審請求書の受理について 

５ その他 
・人事委員会関係日程 

 

8 平成26年 8月28日 １ 平成２６年度第７回人事委員会議事録について 

２ 議 案 

第１号議案 平成２６年度熊本県警察官採用試験（警察官
Ａ）第２次試験合格者の決定及び採用候補者
の確定について 

第２号議案 平成２２年（人不）第１号及び平成２３年（人
不）第３号事案に係る再審請求（２回目）の
判定について 

第３号議案 平成２６年９月熊本県議会定例会に提案され
る職員に関する条例に対する人事委員会の意
見について 

３ 協 議 
  ・平成２６年人事委員会報告及び勧告について 
４ その他 

・人事委員会関係日程 
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回数 開催年月日 議         題 備考 

9 
 

平成26年 9月11日 
 

１ 平成２６年度第８回人事委員会議事録について 

２ 議 案 

第１号議案 平成２６年度熊本県職員採用試験（民間企業
等経験者対象）第２次試験合格者の決定につ
いて 

第２号議案 平成２２年（人不）第１号及び平成２３年（人
不）第３号事案に係る再審請求（３回目）の
判定について 

３ 協 議 

・平成２６年人事委員会報告及び勧告について 

４ 報 告 

・平成２６年度熊本県職員等採用試験（短期大学卒業程度、
高等学校卒業程度、免許資格職、警察官Ｂ）及び平成２
６年度身体障がい者を対象とする熊本県職員採用選考試
験の応募状況について 

５ その他 

・人事委員会関係日程 

 

10 平成26年 9月22日 １ 平成２６年度第９回人事委員会議事録について 

２ 協 議 

・平成２６年人事委員会報告及び勧告について 

３ その他 

・人事委員会関係日程 

 

11 平成26年 9月29日 １ 平成２６年度第１０回人事委員会議事録について 

２ 協 議 

・平成２６年人事委員会報告及び勧告について 

３ 報 告 

・平成２６年度熊本県職員採用試験（短期大学卒業程度、
高等学校卒業程度、免許資格職）第１次試験の受験状況
について 

・再審請求書（４回目）の受理について 

４ その他 

・人事委員会関係日程 

 

12 平成26年10月 6日 １ 平成２６年度第１１回人事委員会議事録について 

２ 議 案 

第１号議案 平成２６年度熊本県職員採用試験（短期大学
卒業程度）第 1次試験合格者の決定について 

第２号議案 平成２６年度熊本県職員採用試験（高等学校
卒業程度）第 1次試験合格者の決定について 

第３号議案 平成２６年度熊本県職員採用試験（免許資格
職）第 1次試験合格者の決定について 

第４号議案 熊本県職員の任用に関する規則第１０条に規
定する採用候補者名簿の統合について 

第５号議案 平成２６年人事委員会報告及び勧告について 

３ その他 

・人事委員会関係日程 

 

13 平成26年10月24日 １ 平成２６年度第１２回人事委員会議事録について 

２ 議 案 

第１号議案 平成２６年度熊本県職員採用試験（民間企業
等経験者対象）第３次試験合格者の決定及び
採用候補者の確定について 

第２号議案 平成２６年度熊本県警察官採用試験（警察官
Ｂ）第１次試験合格者の決定について 
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回数 開催年月日 議         題 備考 

  第３号議案 平成２２年（人不）第１号及び平成２３年（人
不）第３号事案に係る再審請求（４回目）の
判定について 

３ 報 告 

・苦情相談に関する事案の概要及び処理状況について 
・平成２６年全国人事委員会報告及び勧告の実施状況につ
いて 

４ その他 

・人事委員会関係日程 

 

 
 

14 平成26年11月11日 １ 平成２６年度第１３回人事委員会議事録について 

２ 議 案 

第１号議案 平成２６年度熊本県職員採用試験（短期大学
卒業程度）第２次試験合格者の決定及び採用
候補者の確定について 

第２号議案 平成２６年度熊本県職員採用試験（高等学校
卒業程度）第２次試験合格者の決定及び採用
候補者の確定について 

第３号議案 平成２６年度熊本県職員採用試験（免許資格
職）第２次試験合格者の決定及び採用候補者
の確定について 

第４号議案 平成２６年度身体障がい者を対象とする熊本
県職員採用選考試験第１次試験合格者の決定
について 

第５号議案 平成２６年１２月熊本県議会定例会に提案さ
れる職員に関する条例に対する人事委員会の
意見について 

第６号議案 特定任期付職員業績手当の支給に係る協議に
ついて 

３ 報 告 

・再審請求書（５回目）の受理について 
・措置要求書の受理について 
・給与改定等に関する総務省のヒアリングについて 

４ その他 

・人事委員会関係日程 

 

 

15 
 

平成26年12月 4日 
 

１ 平成２６年度第１４回人事委員会議事録について 

２ 議 案 

第１号議案 平成２６年度熊本県警察官採用試験（警察官
Ｂ）第２次試験合格者の決定及び採用候補者
の確定について 

第２号議案 平成２６年度身体障がい者を対象とする熊本
県職員採用選考試験第２次試験合格者の決定
について 

第３号議案 職員の採用選考について 
第４号議案 職員団体の登録について 

第５号議案 熊本県職員等の配偶者同行休業に関する規則
の制定について 

第６号議案 配偶者同行休業の制度の導入に伴う関係人事
委員会規則の整備に関する規則の制定につい
て 

第７号議案 熊本県職員の給与簿取扱規程の一部を改正す 
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回数 開催年月日 議         題 備考 

  る規程の制定について 
第８号議案 「期末手当及び勤勉手当の支給について」の

一部改正について 
３ 協 議 

・平成２６年の給与改定に伴う人事委員会規則及び通知の
改正について 

４ 報 告 

・措置要求書の受理及び取下げについて 
・措置要求に係る調査報告について 

５ その他 

・人事委員会関係日程 
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平成26年12月19日 
 

 

１ 平成２６年度第１５回人事委員会議事録について 

２ 議 案 

第１号議案 熊本県職員の任用に関する規則の一部を改正
する規則の制定について 

第２号議案 熊本県職員等の初任給、昇格、昇給等の基準
に関する規則の一部を改正する規則の制定に
ついて 

第３号議案 熊本県職員等の給料月額の調整額に関する規
則の一部を改正する規則の制定について 

第４号議案 熊本県職員の初任給調整手当に関する規則の
一部を改正する規則の制定について 

第５号議案 熊本県職員の期末手当及び勤勉手当に関する
規則の一部を改正する規則の制定について 

第６号議案 「平成２６年改正条例附則第４項の規定に基
づく号給の調整について」の制定について 

第７号議案 「期末手当及び勤勉手当の支給について」の
一部改正について 

第８号議案 「勤勉手当の成績率の運用について」の一部
改正について 

３ その他 

・人事委員会関係日程 

 
 

 
 

17 平成27年 1月29日 

 

１ 平成２６年度第１６回人事委員会議事録について 

２ 議 案 

第１号議案 職員の採用選考について 

第２号議案 職員の昇任選考について 
第３号議案 平成２２年（人不）第１号及び平成２３年（人

不）第３号事案に係る再審請求（５回目）の
判定について 

第４号議案 平成２７年２月熊本県議会定例会に提案され
る職員に関する条例に対する人事委員会の意
見について 

３ 報 告 

・平成２６年度熊本県職員採用試験等の実施結果等につい
て 

４ その他 

・人事委員会関係日程 
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回数 開催年月日 議         題 備考 

18 平成27年 2月12日 
 

１ 平成２６年度第１７回人事委員会議事録について 

２ 議 案 

第１号議案 平成２７年度熊本県職員及び警察官採用試験
の試験日程の決定について 

第２号議案 熊本県職員等の初任給、昇格、昇給等の基準
に関する規則の一部を改正する規則の制定に
ついて 

第３号議案 「格付の基準について」の一部改正について 
第４号議案 「期末手当及び勤勉手当の支給について」の

一部改正について 
３ 協 議 

・平成２７年度熊本県職員採用試験等の制度改正（案）に
ついて 

４ その他 

・人事委員会関係日程 

 

 
 

19 平成27年 2月24日 １ 平成２６年度第１８回人事委員会議事録について 

２ 議 案 

第１号議案 職員の採用選考について 

３ 報 告 

・再審請求書（６回目）の受理について 

４ その他 

・人事委員会関係日程 

 

 

20 
 
 
 
 

平成27年 3月 2日 
 
 
 

 

１ 平成２６年度第１９回人事委員会議事録について 

２ 議 案 

第１号議案 職員の採用選考について 

第２号議案 職員の昇任選考について 
第３号議案 平成２７年度熊本県職員及び警察官採用試験

実施要綱の制定について 
第４号議案 平成２７年度熊本県職員及び警察官採用試験

合格者決定要領の制定について 
第５号議案 平成２６年（人不）第１号事案の裁決につい

て 
第６号議案 平成２７年（人不）第１号事案の審理機関の

構成並びに準備手続の実施に係る事務の委任
及び証拠の採否の決定の委任について 

第７号議案 熊本県職員の通勤手当に関する規則の一部を
改正する規則の制定について 

第８号議案 熊本県職員の住居手当に関する規則の一部を
改正する規則の制定について 

第９号議案 熊本県職員の単身赴任手当に関する規則の一
部を改正する規則の制定について 

第10号議案 熊本県職員の管理職員特別勤務手当に関する
規則の一部を改正する規則の制定について 

第11号議案 「通勤手当の運用について」の一部改正につ
いて 

第12号議案 「期末手当及び勤勉手当の支給について」の
一部改正について 

第13号議案 「単身赴任手当の運用について」の一部改正
について 

第14号議案 「管理職員特別勤務手当の運用について」の 
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回数 開催年月日 議         題 備考 

  一部改正について 
第15号議案 「勤勉手当の成績率の運用について」の一部

改正について 
第16号議案 選考採用者（学芸員）に係る初任給の号給決

定について 
第17号議案 熊本県職員等の初任給、昇格、昇給等の基準

に関する規則の一部を改正する規則（平成２
７年熊本県人事委員会規則第１号）附則第２
項の規定に基づく号給の調整について 

第18号議案 「「格付の基準について」の一部改正につい
て」（平成２７年２月２０日付け人委第４３
５号通知）による職務の級の格付について別
に定める基準について 

第19号議案 「「期末手当及び勤勉手当の支給について」
の一部改正について」（平成２７年２月２０
日付け人委第４４２号通知）による期末手当
基礎額等に係る加算について別に定める要件
について 

第20号議案 臨時的任用講師の初任給基準に係る別段の取
扱の見直しについて 

３ 報 告 

・不服申立書の受理について 
４ その他 

・人事委員会関係日程 

 

 

21 平成27年 3月17日 １ 平成２６年度第２０回人事委員会議事録について 

２ 議 案 

第１号議案 職員の採用選考について 

第２号議案 熊本県人事委員会事務局組織規則の一部を改
正する規則の制定について 

第３号議案 管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正
する規則の制定について 

第４号議案 教育長の営利企業等の従事制限に関する規則
の制定について 

第５号議案 熊本県職員等の給料月額の調整額に関する規
則の一部を改正する規則の制定について 

第６号議案 熊本県職員の管理職手当に関する規則の一部
を改正する規則の制定について 

第７号議案 熊本県へき地手当等に関する規則の一部を改
正する規則の制定について 

第８号議案 「級別格付基準表について」の一部改正につ
いて 

第９号議案 「格付の基準について」の一部改正について 
第10号議案 事務局職員の人事異動について 

３ その他 

・人事委員会関係日程 

 

 

22 
 

平成27年 3月24日 
 

１ 平成２６年度第２１回人事委員会議事録について 

２ 議 案 

第１号議案 職員の採用選考について 

第２号議案 熊本県人事委員会が取り扱う個人情報の保護
等に関する規則の一部改正について 
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回数 開催年月日 議         題 備考 

  第３号議案 熊本県人事委員会事務局処務規程の一部を改
正する訓令の制定について 

第４号議案 熊本県に公平委員会の事務を委託している地
方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則
の一部を改正する規則の制定について 

第５号議案 熊本県職員の住居手当に関する規則の一部を
改正する規則の制定について 

第６号議案 熊本県職員の管理職員特別勤務手当に関する
規則の一部を改正する規則の一部を改正する
規則の制定について 

第７号議案 「住居手当の運用について」の一部改正につ
いて 

第８号議案 「単身赴任手当の運用について」の一部改正
について 

第９号議案 「東日本大震災に対処するための熊本県警察
の職員の特殊勤務手当の特例に関する運用に
ついて」の一部改正について 

第10号議案 薬剤師の初任給基準の改正に伴う在職者調整
等に係る別段の取扱等について 

第11号議案 民間企業等経験者採用試験合格者の初任給決
定に係る別段の取扱について 

３ 報 告 

・平成２７年度熊本県職員等採用試験における募集職種・
区分について 

・平成２７年度人事委員会事務局当初予算の概要について 
４ その他 

・人事委員会関係日程 
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２ 事務局 
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２ 事務局 

 

 (1) 組織及び職員の配置状況 

  ア 組 織 

    事務局の組織は、２課２係で次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  イ 職員の配置状況 

    職員１７人（条例定数２０人）の配置状況は、次のとおりです。 

                         （平成２６年４月１日現在） 

区 分 職   名  氏   名 備 考 

事務局  事務局長 田 中  伸 也  

総務課 

 首席審議員兼総務課長 吉 富    寛  

 課長補佐 工 藤  真 裕  

 課長補佐（総務任用担当） 早 田  吉 秀  

 参  事 本 田    修  

 参  事 関    雅 之  

 参  事 今別府  隆 宏  

 主任主事 田 中 麻 美 子  

 主任主事 伊佐坂 可 南 子  

公務員課 
 公務員課長 井 上  知 行  

 審 議 員（兼課長補佐） 蟹 江  義 文  

 
審査係 

課長補佐（審査係担当） 富 田  博 英  

参  事 村 﨑  敬 史  

給与係 

課長補佐（給与係担当） 吉 永  圭 一  

参  事 渡 邉  則 秀  

参  事 吉 野  宏 昭  

主任主事 五 瀬  美 幸  

 

事務局 

総務課 

公務員課 

審査係 

給与係 
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 (2) 分掌事務 

課 名 係 名 分   掌   事   務 

総務課  

 １ 人事委員会会議に関すること。 

 ２ 公印に関すること。 

 ３ 事務局職員の任免、分限、懲戒、服務その他の身分取扱い

に関すること。 

 ４ 事務局職員の給与及び勤務条件に関すること。 

 ５ 事務局の予算及び経理に関すること。 

 ６ 物品の管理に関すること。 

 ７ 事務局内事務の調整に関すること。 

 ８ 文書に関すること。 

 ９ 広報に関すること。 

１０ 事務局職員の研修及び福利厚生に関すること。 

１１ 任用試験及び選考に関すること。 

１２ 職員の苦情相談に関すること(任用に関すること。)。 

１３ その他公務員課に属しないこと。 

公務員課 

審査係 

 １ 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の審

査及び必要な措置に関すること。 

 ２ 不利益処分に関する不服申立ての審査及び必要な措置に関

すること。 

 ３ 管理職員等の指定に関すること。  

４ 職員団体の登録に関すること。 

 ５ 労働基準監督機関の職権行使に関すること（労働安全衛生

法関係）。 

 ６ 職員の苦情相談に関すること（任用、給与、勤務条件等に

関することを除く。）。 

 ７ 退職手当の支給制限等の処分に関する調査審議に関するこ

と。 

給与係 

 １ 職員の分限及び懲戒に関する制度に関すること。 

２ 職員の給与に関する調査及び研究に関すること。 

 ３ 人事記録の管理及び人事統計報告に関すること。 

 ４ 職員の勤務時間その他の勤務条件に関する調査及び研究に

関すること。 

 ５ 職員の厚生福利制度、その他職員に関する制度の研究に関

すること。 

 ６ 職員の研修及び勤務成績の評定に関する制度の研究に関す

ること。 

７ 職階制に関する計画の立案及び実施に関すること。 

 ８ 職員に対する給与支払監理に関すること。 

 ９  労働基準監督機関の職権行使に関すること（労働安全衛生

法関係を除く。）。 

１０ 兼業、営利企業等の従事制限に関すること。 

１１ 職員の苦情相談に関すること（給与、勤務条件等に関する

こと。）。 
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 （参考） 職員の配置状況 

                         （平成２７年４月１日現在） 

区 分 職   名  氏   名 備 考 

事務局  事務局長 宮 尾    尚  

総務課 

 首席審議員兼総務課長 吉 富    寛  

 審 議 員（兼課長補佐） 工 藤  真 裕 ※ 

 課長補佐（総務任用担当） 磯 谷  重 和  

 参  事 本 田    修  

 参  事 尾 﨑  泰 則  

 参  事 北 田  沙 織  

 主任主事 田 中 麻 美 子  

 主任主事 伊佐坂 可 南 子  

公務員課 
 公務員課長 井 上  知 行  

 審 議 員（兼課長補佐） 工 藤  真 裕 ※ 

 
審査班 

課長補佐（審査担当） 富 田  博 英  

参  事 中津海  靖 子  

給与班 

主  幹（給与担当） 佐 藤    豊  

参  事 吉 野  宏 昭  

参  事 市 原    恵  

主任主事 五 瀬  美 幸  

    ※兼務 
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Ⅱ  事業の概要 
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１ 職員の任用 
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１ 職員の任用 

 

 (1) 採  用 

  平成２６年度に実施した職員採用の競争試験及び選考の状況は、次のとおりです。 

  ア 競争試験 

    実施状況は、第１表～第４表のとおりです。また、過去１０年間の実施状況の推移は、第１図

～第６図のとおりです 

 

第１表 平成２６年度職員採用試験実施状況（概要） （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最　　終 競争率 採用者数

受験者数 合格者数 受験者数 合格者数 合格者数 （倍） （H27.4.1現在）

902 669 334 323 175 171 127 5.3 119

62 53 36 36 24 23 16 3.3 15

172 152 40 40 9 9 6 25.3 5

54 49 9 9 3 16.3 2

208 177 45 45 15 11.8 13

27 23 12 11 4 5.8 4

42 38 8 4 2 19.0 2

1,467 1,161 484 399 208 272 173 6.7 160

男　　性 630 507 240 182 61 8.3 48

女　　性 137 92 52 39 13 7.1 8

男　　性 587 461 131 97 34 13.6 29

女　　性 128 98 28 25 7 14.0 6

1,482 1,158 451 343 115 10.1 91

2,949 2,319 935 399 208 615 288 8.1 251

※大卒等とは、第3次試験を実施している試験（大学卒業程度、免許資格職（前期）及び民間企業等経験者対象）のことを指す。

大卒等（※）
第2次試験

大卒等（※）第3
次、その他第2次

試験受験者

第1次試験

民間企業等経験者対象

小　計

免許資格職（後期）

大学卒業程度

免許資格職（前期）

応募者数

警
察
官
Ａ

警
察
官
Ｂ

小　計

警
察
官
採
用
試
験

計

試験の名称

短期大学卒業程度

高等学校卒業程度

職
員
採
用
試
験

免許資格職（その他）
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第２表 平成２６年度職員採用試験の日程等 

試験の名称 公告日 申込受付期間 
試験日 

（合格発表日） 
試験地 試験会場 

職 

員 

採 

用 

試 

験 

大学卒業程度 

・ 

免許資格職 

（前期） 

26.4.14 
26.5.1 

～26.5.16 

第
１
次 

筆
記 

26.6.22 

（26.6.27） 

熊本市 熊本学園大学 

東京都 立教大学 

第
２
次 

面
接 

26.7.5～7.12 

（26.7.18） 
熊本市 熊本県庁 

第
３
次 

面
接 

26.7.26～8.1 

（26.8.8） 
熊本市 熊本県庁 

民間企業等 

経験者対象 
26.4.14 

26.5.1 

～26.5.16 

第
１
次 

筆
記 

26.6.22 

（26.7.18） 

熊本市 熊本学園大学 

東京都 立教大学 

第
２
次 

面
接 

26.8.30,31,9.6 

（26.9.12） 
熊本市 熊本県立大学 

第
３
次 

面
接 

26.10.11 

（26.10.28） 
熊本市 熊本県立大学 

短期大学卒業程度 

・ 

免許資格職 

（後期） 

26.6.20 
26.8.11 

～26.8.29 

第
１
次 

筆
記 

26.9.28 

（26.10.7） 
熊本市 熊本学園大学 

第
２
次 

筆
記 

26.10.25 熊本市 熊本県立大学 

面
接 

26.11.1,2 

（26.11.13） 
熊本市 熊本県立大学 

免許資格職 

（その他） 
26.4.14 

26.5.1 

～26.5.16 

第
１
次 

筆
記 

26.6.22 

（26.7.18） 
熊本市 熊本学園大学 

第
２
次 

面
接 

26.7.27 

（26.8.8） 
熊本市 熊本県立大学 

高等学校卒業程度 26.6.20 
26.8.11 

～26.8.29 

第
１
次 

筆
記 

26.9.28 

（26.10.7） 
熊本市 熊本学園大学 

第
２
次 

筆
記 

26.10.25 熊本市 熊本県立大学 

面
接 

26.11.1,2 

（26.11.13） 
熊本市 熊本県立大学 

警 

察 

官 

採 

用 

試 

験 

警察官Ａ 26.4.14 
26.5.1 

～26.5.23 

第
１
次 

筆
記 

26.7.13 

（26.7.18） 
熊本市 熊本学園大学 

第
２
次 

適
性 

26.8.9 熊本市 熊本県立大学 

体
力 

26.8.10 熊本市 熊本県立総合体育館 

面
接 

26.8.16～8.21 

※18は除く 

（26.8.29） 

熊本市 熊本県庁 

警察官Ｂ 26.6.20 
26.8.11 

～26.8.29 

第
１
次 

筆
記 

26.10.19 

（26.10.28） 
熊本市 熊本県立大学 

第
２
次 

適
性
・
体
力 

26.11.15 熊本市 熊本県警察学校 

面
接 

26.11.22～11.24 

（26.12.5） 
熊本市 熊本県庁 
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  第３表 平成２６年度採用試験の受験資格及び試験の方法等 

試験の名称 
受験資格 

（H27.4.1現在の年齢） 

試験の方法 

第１次試験 第２次試験 第３次試験 

職
員
採
用
試
験 

大学卒業程度 

次のいずれかに該当する者 

１ 昭和60年4月2日から平成5年4

月1日までに生まれた者（22～2

9歳） 

２ 平成5年4月2日以降に生まれた

者で学校教育法による大学(短期

大学を除く。）を卒業又は平成27

年3月末までに卒業見込みの者（

人事委員会が同等の資格があると

認める者を含む。） 

１ 教養試験 

  択一式 

２ 専門試験 

  択一式 

１ 論文試験 

２ 面接試験 

  個別面接（※） 

１ 面接試験 

 ア 個別面接 

 イ 集団討論 

免許資格職 

（前期） 

「社会福祉」 

１ 昭和49年4月2日以降に生まれ

た者（40歳までの者） 

２ 次の①又は②に該当する者 

 ①社会福祉士の資格取得者 

 ②児童自立支援専門員の資格取

得者又は平成27年3月末までに

取得見込みの者 

「社会福祉以外の職種」 

１ 昭和60年4月2日以降に生まれ

た者（29歳までの者） 

２ 各職種の免許を取得又は平成

27年春季の国家試験で免許取得

見込みの者 

１ 教養試験 

  択一式 

２ 専門試験 

  択一式 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

１ 論文試験 

２ 面接試験 

  個別面接（※） 
 

 
 

 
 

 

１ 面接試験 

 ア 個別面接 

 イ 集団討論 

 

 
 

 
  

 

 
 

民間企業等 

経験者対象 

次のいずれにも該当する者 

１ 昭和30年4月2日以降に生まれ

た者（59歳までの者） 

２ 民間企業等における職務経験

年数が平成19年5月1日から平成

26年4月30日までの間に通算4年

以上ある者(公務員であった期

間を除く。) 

１ 教養試験 

  択一式 

２ 論文試験 

 (「行政」、「薬剤師」、

「保健師」) 

３ 専門試験 
 (「一般土木」「農学」) 

１ 面接試験 

  個別面接（※） 

１ 面接試験 

 ア 個別面接 

 イ 集団討論 

短期大学卒業程度 

１ 昭和60年4月2日から平成7年4

月1日までに生まれた者（20～2

9歳） 

２ 司書の資格を取得又は平成27

年3月末までに取得見込みの者 

１ 教養試験 

  択一式 

２ 専門試験 

  択一式 

１ 論文試験 

２ 面接試験 

 ア 個別面接（※） 

 イ 集団面接 

 

高等学校卒業程度 

平成5年4月2日から平成9年4月1

日までに生まれた者（18～21歳） 

（上記大学卒業程度試験の受験資

格２に該当する者は除く。） 

 

 

１ 教養試験 

  択一式 

２ 適性試験 

  （事務系職種） 

  択一式 

３ 専門試験 

  （技術系職種） 

  択一式 

１ 作文試験 

２ 面接試験 

 ア 個別面接（※） 

 イ 集団面接  

 

免許資格職 

（その他） 

「看護師」 

１ 昭和30年4月2日以降に生まれ

た者（59歳までの者） 

２ 看護師の免許取得者 

１ 教養試験 

  択一式 

２ 専門試験 

  択一式 

１ 論文試験 

２ 面接試験 

ア 個別面接（※） 

イ 集団面接 

 

免許資格職 

（後期） 

「保育士」 

１ 昭和60年4月2日以降に生まれ

た者（29歳までの者） 

２ 保育士の資格を取得又は平成

27年3月31日までに取得見込み

の者 

「看護師」 

１ 昭和60年4月2日以降に生まれ

た者（29歳までの者） 

２ 看護師の免許を取得又は平成

27年春季の国家試験で免許取得見

込みの者 

１ 教養試験 

  択一式 

２ 専門試験 

  択一式 

１ 論文試験 

２ 面接試験 

 ア 個別面接（※） 

 イ 集団面接 

 

 
 

 

 

 

※面接試験の参考とするため、適性検査を実施 
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試験の名称 
受験資格 

（H27.4.1現在の年齢） 

試験の方法 

第１次試験 第２次試験 第３次試験 

警

察

官

採

用

試

験 

警察官A 

（男性・女性） 

次のいずれにも該当する者 

１ 昭和57年4月2日以降に生まれ

た者 

２ 学校教育法による大学（短期

大学は除く。）を卒業又は平成

27年3月末までに卒業見込みの

者（人事委員会が同等の資格が

あると認める者を含む。） 

（22歳～32歳） 

１ 教養試験 

択一式 

１ 論文試験 

２ 体力試験 

  握力、上体起こし、 

  長座体前屈、反復横

跳び、20mシャトル

ラン、立ち幅跳び、

腕立て伏せ 

３ 面接試験 

 ア 個別面接（※） 

 イ 集団討論 

４ 身体検査 

 

警察官B 

（男性・女性） 

昭和62年4月2日から平成9年4月1

日までに生まれた者（上記警察官

Aの受験資格２に該当する者は除

く。） 

（18歳～27歳） 

 

１ 教養試験 

択一式 

１ 作文試験 

２ 体力試験 

  握力、上体起こし、 

  長座体前屈、反復横

跳び、20mシャトル

ラン、立ち幅跳び、

腕立て伏せ 

３ 面接試験 

 ア 個別面接（※） 

 イ 集団面接 

４ 身体検査 

 

  ※面接試験の参考とするため、適性検査を実施。 
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  第４表 平成２６年度職員採用試験実施状況 

  ① 一般職員                                  （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第3次試験 最　　終 競争率 採用者数

受験者数 合格者数 受験者数 合格者数 受験者数 合格者数 （倍） （H27.4.1現在）

行政 54 人程度 488 354 162 154 68 65 54 6.6 49

警察行政 6 人程度 55 43 18 17 9 9 6 7.2 6

教育行政 34 人程度 187 155 76 75 44 44 34 4.6 32

一般土木 9 人程度 37 24 15 15 12 12 9 2.7 8

農業土木 2 人程度 8 5 5 5 4 4 2 2.5 2

建築 2 人程度 19 15 6 6 4 3 2 7.5 2

電気 1 人程度 15 5 5 4 2 2 1 5.0 1

化学 1 人程度 26 15 5 5 3 3 1 15.0 1

農学 11 人程度 41 31 26 26 16 16 11 2.8 11

林学 2 人程度 11 10 5 5 4 4 2 5.0 2

畜産 4 人程度 7 6 6 6 6 6 4 1.5 4

水産 1 人程度 8 6 5 5 3 3 1 6.0 1

計 127 人程度 902 669 334 323 175 171 127 5.3 119

社会福祉 3 人程度 25 22 9 9 5 4 2 11.0 2

薬剤師 6 人程度 13 11 8 8 7 7 6 1.8 5

保健師（知事） 7 人程度 9 9 7 7

保健師（警察） 1 人程度 3 3 1 1

計 17 人程度 62 53 36 36 24 23 16 3.3 15

行政 7 人程度 131 119 22 22 3 3 1 119.0 1

一般土木 2 人程度 21 16 6 6 3 3 2 8.0 1

農学 1 人程度 11 10 5 5 0 0 0 - 0

薬剤師 1 人程度 4 3 3 3 1 1 1 3.0 1

保健師 2 人程度 5 4 4 4 2 2 2 2.0 2

計 13 人程度 172 152 40 40 9 9 6 25.3 5

民
間
企
業
等
経
験
者
対
象

種類
第2次試験第1次試験

応募者数職種
採　　用

予定者数

大
　
学
　
卒
　
業
　
程
　
度

24 20 19 19 2.5

免
許
資
格
職
（

前
期
）
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（単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 警察官 

 

 

 

 

 

第2次試験 最　　終 競争率 採用者数

受験者数 合格者数 受験者数 合格者数 （倍） （H27.4.1現在）

男性 61 人程度 630 507 240 182 61 8.3 48

女性 13 人程度 137 92 52 39 13 7.1 8

男性 34 人程度 587 461 131 97 34 13.6 29

女性 7 人程度 128 98 28 25 7 14.0 6

115 人程度 1,482 1,158 451 343 115 10.1 91

第1次試験

予定者数

警察官Ａ

職　　種

警察官Ｂ

合　計

警
察
官

区分
採　　用

応募者数

（単位：人） 

第2次試験 最　　終 競争率 採用者数

受験者数 合格者数 受験者数 合格者数 （倍） （H27.4.1現在）

学校図書館事務 3 人程度 54 49 9 9 3 16.3 2

計 3 人程度 54 49 9 9 3 16.3 2

保育士 1 人程度 20 16 5 5 1 16.0 1

看護師 3 人程度 7 7 7 6 3 2.3 3

計 4 人程度 27 23 12 11 4 5.8 4

看護師（10月採用） 2 人程度 42 38 8 4 2 19.0 2

計 2 人程度 42 38 8 4 2 19.0 2

一般事務 5 人程度 91 78 15 15 5 15.6 5

警察事務 3 人程度 53 46 10 10 3 15.3 1

教育事務 3 人程度 39 31 9 9 3 10.3 3

一般土木 3 人程度 19 17 9 9 3 5.7 3

農業土木 1 人程度 6 5 2 2 1 5.0 1

計 15 人程度 208 177 45 45 15 11.8 13

（

そ
の
他
）

免
許
資
格
職

応募者数
第1次試験

予定者数

短
期
大
学
卒
業
程
度

高
等
学
校
卒
業
程
度

（

後
期
）

免
許
資
格
職

種類 職種
採　　用
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  第１図 大卒・短大卒・高卒程度試験における応募者数・受験者数・合格者数・競争率の推移 

      （※平成２２年度新設の民間企業等経験者対象・大学卒業程度試験分及び免許資格職（その他）分は非算入。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  第２図 合格者総数に占める試験区分ごとの合格者の割合 

（※平成２２年度新設の民間企業等経験者対象・大学卒業程度試験分及び免許資格職（その他）分は非算入。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

応募者数 1,999 1,655 1,215 1,169 1,205 1,706 1,666 1,974 1,738 1,253

受験者数 1,557 1,272 904 830 910 1,263 1,150 1,471 1,369 971

合格者数 81 78 82 64 87 111 107 149 176 165

競争率 19.2 16.3 11.0 13.0 10.5 11.4 10.7 9.9 7.8 5.9
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0
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争
率
（
倍
）

応
募
者
数
等
（
人
）
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- 32 - 

  第３図 大学卒業程度試験における応募者数・受験者数・合格者数・競争率の推移 

（※平成２２年度新設の民間企業等経験者対象・大学卒業程度試験分は非算入。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４図 短期大学卒業程度試験における応募者数・受験者数・合格者数・競争率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

応募者数 1,480 1,227 994 830 883 1,298 1,264 1,634 1,290 902

受験者数 1,121 903 720 559 641 920 819 1,200 985 669

合格者数 64 60 65 51 73 91 91 133 138 127

競争率 17.5 15.1 11.1 11.0 8.8 10.1 9.0 9.0 7.1 5.3
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数
等
（
人
）

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

応募者数 156 128 0 60 64 76 78 93 57 54

受験者数 137 112 0 53 52 64 67 80 53 49

合格者数 5 4 0 1 1 1 3 2 1 3

競争率 27.4 28.0 0 53.0 52.0 64.0 22.3 40.0 53.0 16.3
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  第５図 高等学校卒業程度試験における応募者数・受験者数・合格者数・競争率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  第６図 警察官採用試験における応募者数・受験者数・合格者数・競争率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

応募者数 363 300 221 279 258 332 324 247 247 208

受験者数 299 257 184 218 217 279 264 191 220 177

合格者数 12 14 17 12 13 19 13 14 17 15

競争率 24.9 18.4 10.8 18.2 16.7 14.7 20.3 13.6 12.9 11.8
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H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

応募者数 1,819 1,526 1,699 1,687 1,914 2,205 2,015 2,066 1,678 1,482

受験者数 1,451 1,171 1,353 1,319 1,516 1,757 1,569 1,600 1,296 1,158

合格者数 160 182 193 169 195 175 162 187 178 115

競争率 9.1 6.4 7.0 7.8 7.8 10.0 9.7 8.6 7.3 10.1
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  イ 選  考 

    実施状況は、第５表のとおりです。 

 

  第５表 平成２６年度職員採用選考実施状況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：人） 

公営企業
管理者

（企業局・病院局）

部長級 2 0 0 0 0 2

次長級 1 0 0 0 0 1

課長級 3 14 3 0 0 20

課長補佐級 1 4 1 0 0 6

係長級 2 16 0 0 0 18

主任主事 0 5 0 0 0 5

主任技師 0 0 0 0 0 0

主事 1 4 0 0 0 5

技師 0 0 0 0 0 0

医師 7 0 0 0 0 7

獣医師 5 0 0 0 0 5

理学療法士 1 0 0 0 0 1

機関士 1 0 0 0 0 1

鑑識技師 0 0 1 0 0 1

情報管理専門職員 0 0 0 0 0 0

学芸員 0 1 0 0 0 1

研究員 0 0 0 0 0 0

24 44 5 0 0 73

0 0 2 0 0 2

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 4 0 0 4

0 0 6 0 0 6

24 44 11 0 0 79計

巡査

巡査部長

警部補

警部

警察本部長教育委員会

一
　
般
　
職
　
員

小　計

その他 計

小　計

警視

警
　
察
　
官

人
　
事
　
交
　
流
　
等

資
　
格
　
職
　
種
　
等

知事
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 (2) 昇  任 

  平成２６年度に実施した職員昇任の競争試験及び選考の状況は、次のとおりです。 

  ア 競争試験 

     現在実施しているのは、警察官の警部、警部補及び巡査部長への昇任試験のみで、その実施

については、警察本部長に委任しています。 

     なお、実施状況は第６表のとおりです。 

 

  第６表 平成２６年度警察官昇任試験の実施状況                （単位：人） 

区 分 受験予定者数 受験者数 最終合格者数 競争率(倍) 試験日 

警部 494 446 24 18.6 

第1次 26.6.2 

第2次 26.6.16 

第3次 26.7.14（口述・術科） 

警部補 608 573 52 11.0 

第1次 26.5.30 

第2次 26.6.18 

第3次 26.7.16（口述・術科） 

巡査部長 712 693 94 6.3 

第1次 26.10.1 

第2次 26.10.15 

第3次 26.11.6（口述・術科） 

 

  イ 選  考 

    実施状況は、第７表のとおりです。 

 

  第７表 平成２６年度職員昇任選考の実施状況                 （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公営企業管理者
（企業局・病院局）

部長級 6 2 0 1 0 9

次長級 20 0 0 0 2 22

課長級 52 2 2 1 1 58

課長補佐級 74 16 7 1 1 99

係長級 78 31 7 1 0 117

230 51 16 4 4 305

警察官 警視 0 0 11 0 0 11

230 51 27 4 4 316

教育委員会 警察本部長 その他 計

合　計

区分 職任命権者

一
般
職
員

小　計

知事
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 (3) 身体障がい者を対象とする選考試験 

   「障害者の雇用の促進に関する法律」の趣旨に基づき、身体障がい者の雇用促進を図るため、

身体障がい者を対象とする熊本県職員採用選考試験を平成９年度から実施しています。 

  ア 平成２６年度選考試験日程及び受験資格 

受付期間 

(公告日) 

試験日 

(合格発表日) 

試験地 

(試験会場) 
試験の方法 受験資格 

26.8.11 

 ～8.29 

(26.6.20) 

第
１
次
試
験 

26.10.26 

(26.11.13) 

熊本市 

(熊本県立大学) 

１ 教養試験 

  択一式 

 

・昭和５８年４月２日

から平成９年４月１

日までに生まれた者

（１８～３１歳） 

・身体障害者福祉法第

１５条に定める身体

障害者手帳の交付を

受けている者 

・通勤ができ、かつ、

介護者なしに職務遂

行が可能な者 

第
２
次
試
験 

26.11.29 

(26.12.5) 

熊本市 

(熊本県庁) 

１ 作文試験（※） 

２ 面接試験 

 ア 個別面接 

 イ 集団面接 

※作文試験は、第１次試験と同日に実施。 

  イ 平成２６年度選考試験の実施状況 

職種 
採用 

予定人員 
応募者数 

第１次試験 第２次試験 採用者数 

(H27.4.1現在) 受験者数 合格者数 受験者数 合格者数 

一般事務 １人程度 
29 24 7 

5 0 0 

教育事務 １人程度 6 1 1 

  ウ 応募者数・受験者数・合格者数の推移 

 採用予定人員 応募者数 受験者数 合格者数 受験倍率(倍) 

平成 ９年度 若干名 97 83 4 20.8 

平成１０年度 若干名 76 72 3 24.0 

平成１１年度 若干名 56 48 4 12.0 

平成１２年度 4 43 34 4 8.5 

平成１３年度 4 39 35 3 11.7 

平成１４年度 4 59 48 4 12.0 

平成１５年度 4 54 51 4 12.8 

平成１６年度 4 35 32 4 8.0 

平成１７年度 3 36 35 3 11.7 

平成１８年度 2 19 17 2 8.5 

平成１９年度 2 13 12 2 6.0 

平成２０年度 5 18 16 5 3.2 

平成２１年度 3 14 12 3 4.0 

平成２２年度 2 14 12 2 6.0 

平成２３年度 2 17 17 2 8.5 

平成２４年度 4 26 22 4 5.5 

平成２５年度 2 23 18 2 9.0 

平成２６年度 2 29 24 1 24.0 
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２ 職員の給与 
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２ 職員の給与 
 (1) 平成２６年職員給与実態調査 
   平成２６年職員給与実態調査の概要は、次のとおりです。 

  ア 調査対象職員 

    平成２６年４月１日に在職する職員 

  イ 調査項目 

    平成２６年４月分の給料、諸手当の月額及び職員数等 

  ウ 調査結果の概要 

(ｱ) 給料表別職員数及び平均年齢            （単位：人、歳・月） 

給料表 行政職 公安職 研究職 医療職(1) 医療職(2) 医療職(3) 

適  用  を  

受ける職員 
事 務 ・

技 術 職 員 

警 察 官  研究センタ

ー・研究所

等で試験研

究業務等に

従事する職

員 

医 師 

歯 科 医 師 

薬 剤 師  

獣 医 師  

栄 養 士 等 

 

保 健 師  

看 護 師 等 

職員数 4,712 3,029 166 29 241 118 

平均年齢 43.5 38.5 41.6 48.3 43.1 46.1 
 

教育職(2) 教育職(3) 
計 

高等学校等教育職員 小・中学校教育職員 

3,193 9,501 20,989 

42.9 46.2 43.10 

 

(ｲ) 給料表別職員数の割合 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 40 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(ｳ

) 
職
員
数
の
推
移
（
全
職
員
 
平
成
元
年
＝
１
０
０
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扶
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Ａ
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（
注

）
1

　
給

料
の

月
額

に
は

、
給

料
の

調
整

額
及

び
切

替
に

伴
う

差
額

を
含

み
ま

す
。

な
お

、
教

育
職

(
2
)
及

び
教

育
職

(
3
)
に

お
い

て
は

、
こ

の
ほ

か
に

教
職

調
整

額
を

含
み

ま
す

。

2
　

「
そ

の
他

の
手

当
」

に
は

、
地

域
手

当
（

県
外

勤
務

者
に

支
給

さ
れ

る
も

の
を

除
く

。
）

、
初

任
給

調
整

手
当

、
単

身
赴

任
手

当
（

基
礎

額
）

、
特

地
勤

務
手

当
（

「
準

ず
る

手
当

」
を

含
み

ま
す

。
）

及
び

へ
き

地
手

当
（

「
準

ず
る

手
当

」
を

含
み

ま
す

。
)
の

合
計

額
を

計
上

し
て

い
ま

す
。

3
「

比
較

対
象

外
手

当
」

に
は

、
公

民
給

与
の

比
較

対
象

と
な

る
職

員
給

与
に

該
当

し
な

い
地

域
手

当
（

県
外

勤
務

者
に

支
給

さ
れ

る
も

の
に

限
る

。
）

、
通

勤
手

当
、

単
身

赴
任

手
当

（
加

算
額

）
、

時
間

外
勤

務
手

当
、

休
日

勤
務

手
当

、
夜

間
勤

務
手

当
、

宿
日

直
手

当
、

管
理

職
員

特
別

勤
務

手
当

、
農

林
漁

業
普

及
指

導
手

当
、

定
時

制
通

信
教

育
手

当
、

産
業

教
育

手
当

、
義

務
教

育
等

教
員

特
別

手
当

及
び

特
殊

勤
務

手
当

の
合

計
額

を
計

上
し

て
い

ま
す

。

（
Ａ
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×
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Ｃ

）

医
療

職
(
3
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Ａ
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Ａ
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］
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Ｃ
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年
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Ａ

）
－

（
Ｃ

）

教
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(
2
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教
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計

公
安
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研
究
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医
療
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(
1
)

医
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職
(
2
)
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)給
料
表
別
平
均
給
与
月
額
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 (ｵ) 給料の月額（本俸）の平均額の推移 

        

年 行政職（円） 全職員（円） 

６ 314,514 335,156 

７ 321,884 343,336 

８ 329,014 351,134 

９ 335,544 358,323 

１０ 342,290 365,638 

１１ 347,919 372,739 

１２ 352,162 377,992 

１３ 348,546 374,641 

１４ 351,083 378,593 

１５ 353,798 380,654 

１６ 354,466 380,156 

１７ 358,832 382,927 

１８ 359,048 382,835 

１９ 357,125 378,633 

２０ 355,343 376,433 

２１ 342,736 362,993 

２２ 340,413 361,130 

２３ 338,783 360,168 

２４ 348,693 370,699 

２５ 345,819 369,060 

２６ 342,878 367,258 

  （注）「給料の月額」に含むものは、前ページ（エ）の（注）の１と同じです。 

0

100,000

200,000

300,000

400,000
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（平成年）

行政職（円）

全職員（円）
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 (2) 平成２６年職種別民間給与実態調査 

   平成２６年職種別民間給与実態調査の概要は、次のとおりです。 

  ア 調査対象事業所 

    企業規模 50 人以上かつ事業所規模 50 人以上の県内事業所の中から層化無作為抽出

法により抽出した 616事業所（うち実地調査：213事業所） 

  イ 調査項目 

    平成２６年４月分の県内民間事業所従業員の給与等 

  ウ 調査結果の概要 

   (ｱ) 民間における給与改定の状況 

   その１ ベースアップの実施状況（事業所割合）            （単位：％） 

 ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ実施 ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ中止 ベースダウン ベア慣行なし 

一般の従業員 ２２．６  ８．２ ０．０ ６９．２ 

課長級 １６．８  ８．４ ０．０ ７４．８ 

（注）ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟと定期昇給を分離することができない事業所も含めて集計（ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ慣行の有無が不明及び

ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟの実施が未定の事業所は除外して集計） 

 

   その２ 定期昇給の実施状況（事業所割合）             （単位：％） 

 定期昇給制度あり 
定期昇給

制度なし 
 定期昇給実施 定期昇給

中  止  増額 減額 変化なし 

一般の従業員 88.4 82.5 23.0  6.9 52.6 5.9 11.6 

課長級 81.8 75.4 22.9  3.1 49.4 6.4 18.2 

  （注）定期昇給の有無が不明、定期昇給の実施が未定 及び ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟと定期昇給を分離することができない

事業所を除いて集計 

 

(ｲ) 民間における初任給の状況（事務・技術関係職種）        （単位：円） 

職 種 学 歴 企業規模計 500人以上 100人以上 
500人未満 

50人以上 
100人未満 

新卒事務員 
大学卒 

短大卒 

高校卒 

176,417 

149,854 

146,704 

188,584 

139,280 

153,179 

169,055 

      X 

146,623 

176,300 

168,600 

141,328 

新卒技術者 

大学卒 

短大卒 

高校卒 

188,868 

167,905 

154,036 

194,020 

     X 

156,345 

186,435 

166,187 

154,174 

185,200 

171,933 

151,267 

新卒事務員 

・技術者計 

大学卒 

短大卒 

高校卒 

180,197 

161,748 

149,617 

190,335 

147,184 

154,584 

174,295 

165,522 

149,497 

178,727 

170,600 

145,173 

  （注）採用のある事業所の平均。また、「X」は、調査事業所が１事業所の場合です。 

 

   (ｳ) 民間における家族手当の状況 

扶養家族の構成 支給月額 

配偶者 

配偶者と子１人 

配偶者と子２人 

13,459円 

18,044円 

22,181円 

（注）支給月額は、家族手当の支給につき配偶者の収入に対する制限がある事業所について算出しました。 



 

 

- 44 - 

    

  

家族手当 

制度が 

ない 

家族手当 
 

制度が 
 

ある 

配偶者に 

家族手当 

を支給 

する 

 配偶者に 

家族手当 

を支給 

しない 

配偶者の手当 

を見直す予定 

がある 

配偶者の手当 

を見直す予定 

がない 

 

75.0％ 
 

（95.6％） 
 

［0.9％］ 
 

［99.1％］ 
 

 
（4.4％） 

 

 
25.0％ 

（注）１ （ ）内は、家族手当制度がある事業所を 100 とした割合です。 

        ２ ［ ］内は、配偶者に家族手当を支給する事業所を 100 とした割合です。 

 

 

(ｴ) 民間における交通用具使用者に係る通勤手当の支給状況 

 

 

支給する 

 

支給 

しない 

支 給 形 態 

運賃 

相当額制 

距離段階別 

定額制 
一律定額制 その他 

 
97.9％ 

 
（10.1％） 

 
（77.4％） 

 
（2.8％） 

 

 
（9.7％） 

 

 
2.1％ 

（注） 支給形態の（ ）内は、交通用具使用者に手当を支給する事業所を 100 とした割合です。 

 

   (ｵ) 民間における単身赴任手当の支給状況 
    

 
支 給 の 有 無 

 

 
事 業 所 割 合 

 
支 給 す る 

 

 
７６．７％ 

 
支 給 し な い 

 

 
２３．３％ 

単身赴任手当の支給方法が一律定額の 

事業所における平均支給月額 

 
３６，１３７円 

 

（注） 事業所割合は、転居を伴う異動がある事業所を 100 とした割合です。 

 

(ｶ) 民間における特別給の支給状況 

項       目 金  額  等 

平均所定内給与月額 
下 半 期 （ Ａ １ ） ２９９，８７７円 

上 半 期 （ Ａ ２ ） ３００，５８０円 

特 別 給 の 支 給 額 
下 半 期 （ Ｂ １ ） ６１９，２０７円 

上 半 期 （ Ｂ ２ ） ６１５，１５７円 

特別給の支給割合 

下半期（Ｂ１／Ａ１） ２．０６月分 

上半期（Ｂ２／Ａ２） ２．０５月分 

年 間 計 ４．１１月分 

  （注）「下半期」とは平成２５年８月から平成２６年１月まで、「上半期」とは同年２月から７月までの期間

をいいます。 
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 (3) 平成２６年 職員の給与等に関する報告及び勧告 

人事委員会は、平成２６年１０月９日、県議会及び知事に対し、職員の給与等に関し

報告及び勧告を行いましたが、その内容は、次のとおりです。 

 

■ 平成２６年 職員の給与等に関する報告 ■ 

Ⅰ 職員の給与等に関する報告及び勧告についての基本的な考え 

職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、地方公務員法において、社会一般の情勢に適応

するように、随時、適当な措置が講じられなければならないとされています（情勢適応の原則）。ま

た、給与については、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の

給与その他の事情を、給与以外の勤務条件については、国及び他の地方公共団体の職員との権

衡を考慮して定めなければならないとされています（均衡の原則）。 

人事委員会勧告制度は、職員の労働基本権制約の代償措置として、情勢適応の原則及び均衡

の原則に基づき、職員の適正な勤務条件を確保するために設けられているものであり、本委員会

は、毎年、県内の民間企業の給与等の状況を精確に調査、分析し、人事院が行う報告及び勧告、

他の地方公共団体の職員の給与等の状況等を総合的に勘案して、報告及び勧告を行っています。 

本委員会では、平成 17 年に人事院が勧告した給与構造改革に準じて、給料表及び昇給制度の

見直し並びに地域手当の新設等を勧告しました。また、その後も 50 歳代後半層における給与水準

の上昇を抑制するため、昇給・昇格制度の見直しを勧告したほか、民間企業の給与水準をより精確

に反映させるため、公民給与比較の対象とする企業規模を 100 人以上から 50 人以上へ拡大すると

ともに、比較対象とする産業及び職種についても拡大するなど、随時、職員の適正な勤務条件を確

保するための措置を講じています。 

なお、人事院は、平成 27 年度から、地域間及び世代間の給与配分の見直し等を行う必要がある

として、本年、給与制度の総合的見直しを勧告しました。本県の給与制度は従来から国に準じてき

たところですが、今回の見直しは、職員給与の水準、ひいては地域の民間給与との均衡に大きな影

響を及ぼすものであり、慎重に対処する必要があると考えます。 

また、公務員制度改革の一環として、平成 20年６月の国家公務員制度改革基本法に基づき検討

されていた一般職公務員への協約締結権の付与及び給与勧告制度の廃止については、平成 24年

11 月の関連法案の廃案に伴い、実施が見送られることとなり、当面は現行の給与勧告制度が維持さ

れることとなりました。その後、労働基本権制約の見直し以外の制度改革が進められることとなり、地

方公務員については、能力及び実績に基づく人事管理の徹底と退職管理の適正を確保するための

措置を講ずるため、本年５月に地方公務員法の改正が行われたところであり、本県においても法改

正への対応が必要となっています。 

国家公務員制度の見直し及び地方公務員法の改正は、職員の人事給与制度に大きく影響を及

ぼすものであることから、引き続き国の動向を注視していくとともに、課題の検討、関係規程の整備等

を進めていく必要があります。 

本委員会は、これまでも、情勢適応の原則及び均衡の原則に基づき、必要な措置について報告

及び勧告を行ってきたところですが、今後とも、民間給与の実態、社会情勢の動き等を的確に捉え、

人事行政の中立かつ専門の機関として期待される役割を十分に果たせるよう努めていきます。 

 

Ⅱ 職員の給与 

 

１ 職員の給与の状況 (略：平成 26年職員給与実態調査について記載) 

 

２ 民間の給与の状況 (略：平成 26年職種別民間給与実態調査について記載) 

 

３ 職員給与と民間給与との比較 

  本年の職員給与と民間給与の比較を行った結果は、次のとおりです。 
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(1) 月例給 

本委員会は、本年の職員給与実態調査及び職種別民間給与実態調査の結果に基づき、公務に

おいては一般の行政事務を行っている行政職給料表適用職員について、民間においては公務の

行政職給料表適用職員と類似すると認められる職種（事務・技術関係職種）の従業員について、主

な給与決定要素（役職段階、年齢、学歴）を同じくすると認められる者同士の４月分の給与額（公務

にあっては比較対象とする給与、民間にあってはきまって支給する給与から時間外手当及び通勤

手当を除いたもの）を対比させ、精密に比較（ラスパイレス比較）を行いました。 

その結果、別表第３に示すとおり、職員給与が民間給与を 2,066円（0.55％）下回っています。 

別表第３ 公民給与の較差 

民間給与（Ａ） 職員給与（Ｂ） 

較        差 

（Ａ）－（Ｂ） 
（Ａ）－（Ｂ）  

（Ｂ） 

374,913円 372,847円 2,066円 0.55％ 

 (注)１ 民間、職員ともに、本年度の新規学卒の採用者は含まれていません。 

２ 公民給与の比較については、県の行政職給料表適用職員と、公務と類似する民間職種（事務・技術

関係職種）の従業員について、主な給与決定要素(役職段階、年齢、学歴)を同じくすると認められる

者同士の本年４月分の給与額を対比させ、比較しています。 

 (2) 特別給 

本委員会は、職種別民間給与実態調査により民間の特別給（ボーナス）の過去１年間の支給実

績を精確に把握し、これに職員の特別給（期末手当及び勤勉手当）の年間支給月数を合わせるこ

とを基本に勧告を行っています。 

本年の職種別民間給与実態調査の結果、昨年８月から本年７月までの１年間において、民間事

業所で支払われた特別給は、別表第４[略：44頁（ｶ）参照]に示すとおり、所定内給与月額の 4.11月分

に相当しており、職員の期末手当及び勤勉手当の年間の支給月数を 0.16月上回っています。 

 

４ 生計費及び物価 

総務省の家計調査等を基礎として算定した本年４月の熊本市における１人世帯、２人世帯、３人

世帯及び４人世帯の標準生計費は、それぞれ 146,611 円、202,358 円、211,824 円及び 221,302 円

となっています。 

また、総務省の調査による本年４月の消費者物価指数は、昨年４月に比べ、熊本市で 3.7％増加し

ています。 

 

５ 国家公務員の給与 

(1) 国家公務員給与と職員給与との比較 

職員の給与制度は、国家公務員に準じていますが、給与構造改革が実施された平成 18 年度

以降、給料の月額（国は俸給の月額）に諸手当を加えた平均給与月額について、国家公務員に

おいては年々上昇しているのに対して、職員においては年々減少し続けています。 

行政職俸給表(一）の適用を受ける国家公務員と、これに相当する行政職給料表適用職員を比

較すると、別表第５[略]のとおり、本年４月の給料の月額（俸給の月額）の平均では、職員が国家公

務員を 10,673 円上回っています（昨年４月現在における国家公務員の俸給の水準を 100 とした

場合の職員の給料の水準を示すラスパイレス指数［減額措置がない場合の参考値］は 100.6）。 

他方、諸手当を加えた平均給与月額では、職員が国家公務員を 35,625円下回っています。 

(2) 人事院の報告及び勧告の概要 

人事院は、本年８月７日に、国会及び内閣に対して国家公務員の給与等について報告及び勧

告を行いました。 

   ア 本年の給与改定 

      月例給については、本年４月分の国家公務員給与が民間給与を 1,090 円（0.27％)下回って

いるため、世代間の給与配分の見直しの観点も考慮しながら若年層に重点を置いて俸給表の

×100 
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水準を引き上げることとし、また、特別給についても、民間の支給割合 4.12 月に見合うよう、支

給月数を 0.15月分引き上げることとしました。 

その他、俸給表の改定に伴い、医師に対する初任給調整手当の額を引き上げることとしたほ

か、民間の支給状況等を踏まえ、交通用具使用者に係る通勤手当を引き上げることとしました。 

イ 給与制度の総合的見直し 

人事院は、昨年報告した国家公務員の給与制度の総合的見直しについて、「民間賃金の低

い地域における官民給与の実情をより適切に反映するための見直し」、「官民の給与差を踏ま

えた 50歳代後半層の給与水準の見直し」及び「公務組織の特性、円滑な人事運用の要請等を

踏まえた諸手当の見直し」という三つの課題に対処するため、平成 27 年４月から俸給表及び諸

手当の見直しを行う旨の勧告を行いました。 

      具体的には、民間賃金が低い地域における官民給与の実情を踏まえ、全国共通に適用され

る俸給表の水準を平均２％引き下げるとともに、併せて地域手当については支給割合の引上げ

及び支給地域の拡大を行うこととしました（地域間の給与配分の見直し）。 

      また、俸給表の改定に際しては、50歳代後半層の官民の給与差を踏まえ、若年層が多く在職

する号俸の俸給月額の引下げを抑制し、50 歳代後半層の職員が多く在職する号俸の俸給月

額の引下げ割合を大きく設定することにより、給与カーブの見直しを行うこととしました（世代間

の給与配分の見直し）。 

      さらに公務組織の特性、円滑な人事運用の要請等を踏まえ、広域異動手当、単身赴任手当、

本府省業務調整手当等の見直しを行うこととしました（職務や勤務実績に応じた給与配分）。 

      これらの俸給表及び諸手当の見直しは、平成 27 年度から段階的に実施するとともに、俸給表

の改定に関しては、激変緩和のための経過措置（３年間の現給保障）が講じられることになりま

した。 

   ウ その他 

    給与に関する事項としては、上記の他に、再任用職員の給与の見直しとして、平成 27 年４月

１日から再任用職員に単身赴任手当を支給することとしました。 

   その他、人事院は、「職員の給与等に関する報告」の中で雇用と年金の接続について言及し

ているほか、「公務員人事管理に関する報告」の中では育児・介護のための両立支援策の検

討、勤務環境の整備などについても報告を行っています。 

 

６ 本年の給与の改定 

(1) 給与改定の必要性 

本県においては、３で述べたとおり、本年４月分の職員給与が民間給与を 2,066 円（0.55％）下

回っており、また、職員の期末手当及び勤勉手当の年間支給月数が、民間の昨年８月から本年７

月までの１年間の特別給の支給割合を 0.16月分下回っています。 

一方、人事院は、５の(2)のアに記載のとおり、本年４月分の給与の官民較差を踏まえ、世代間

の給与配分にも留意しながら俸給表水準を引き上げることとし、特別給についても民間の支給割

合が公務を上回っていることから、期末手当及び勤勉手当の支給月数を 0.15 月分引き上げる勧

告を行いました。加えて、人事院は、俸給表の改定に伴い医師に対する初任給調整手当を改定

する勧告を行いました。 

職員給与は、国及び他の地方公共団体の職員並びに民間企業の従業員の給与その他の事情

を考慮して定めるとする地方公務員法の均衡の原則を踏まえる必要があり、本委員会は、これらを

総合的に勘案して検討した結果、本年は、月例給並びに期末手当及び勤勉手当について改定を

行う必要があると判断しました。その改定の内容は、次の(2)のとおりです。 

(2) 改定すべき事項 

ア  給料表 

職員の給与改定は、これまで人事院勧告による国家公務員の給与改定を踏まえ、実施し

てきましたが、本年４月分の職員給与と民間給与との較差 2,066 円は国の較差 1,090 円より

大きく、本年の人事院勧告に準じて給料表を改定するだけでは、本県の民間給与との較差を

解消することができない状況にあります。  
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        他方、給与構造改革の実施以降、地域の民間給与をより重視して均衡の原則を適用すべ

きとされていることから、職員の給与制度は国に準ずることを基本とした上で、職員給与の水

準については、国家公務員に単に準ずるのではなく、地域の民間給与との均衡を図ることを

念頭に置いて措置することが必要であると考えます。 

そこで、民間との比較を行っている行政職給料表については、地域の民間給与との均衡を

図るために、人事院勧告による改定後の行政職俸給表（一）の各号俸の額に 0.29％を乗じて

得た額を加えた額（１円未満の端数切捨）を給料月額とします。 

併せて、行政職給料表以外の給料表についても、行政職給料表との均衡を考慮して、水

準を調整した改定を行うこととします。 

なお、給料表の改定は、本年４月時点の比較に基づいて職員給与と民間給与を均衡させ

るためのものであることから、同月に遡及して実施することとします。 

イ  単身赴任手当（基礎額） 

単身赴任手当の基礎額については、国及び他の都道府県の手当額並びに民間事業所の

状況を踏まえて改定していますが、職員給与の減額改定、据置き等が続いたため、平成 10

年４月以降手当額が改定されていない状況にあります。 

本年人事院は、民間の状況を踏まえ、給与制度の総合的見直しの一環として、平成 27 年

４月から段階的に手当額を引き上げる勧告を行いました。本県でも職員の手当額が民間を下

回るため、手当額を改定する必要がありますが、本県における公民較差の状況を踏まえ、本

年４月に遡及して、単身赴任手当の基礎額を改定することとします。 

ウ  初任給調整手当 

医師に対する初任給調整手当について、人事院勧告による国家公務員の手当の改定及

び医療職給料表（１）の改定状況を勘案し、所要の改定を行うこととし、本年４月に遡及して実

施します。 

また、本県では獣医師に対する初任給調整手当を支給していますが、医療職給料表（２）

の改定状況を勘案し、所要の改定を行うこととし、同様に本年４月に遡及して実施します。 

エ  期末手当及び勤勉手当 

         期末手当及び勤勉手当について、昨年８月から本年７月までの１年間における民間の特

別給との均衡を図るため、支給月数を 0.15月分引き上げ、4.10月分とすることとします。支給

月数の引上げ分は勤勉手当に配分することとし、本年度については、12 月期の勤勉手当を

引き上げ、平成 27年度以降は６月期及び 12月期の勤勉手当が均等になるよう配分すること

とします。 

        また、再任用職員の勤勉手当並びに特定任期付職員及び任期付研究員の期末手当につ

いても、同様に支給月数を引き上げることとします。 
   

７ 給与制度の総合的見直し 

(1) 給与制度の総合的見直しの必要性 

５の(2)のイで述べたとおり、本年、人事院は国家公務員の給与上の課題に対処するため、平

成 27 年度から、地域間及び世代間の給与配分の見直し等を行う必要があるとして、給与制度の

総合的見直しを勧告しました。 

地方公務員の給与は、地方公務員法に定める均衡の原則を踏まえ、民間との均衡だけでな

く、国家公務員の給与との均衡を図る必要があることから、本県の給与制度は従来から国に準じ

てきたところです。今回、人事院が勧告した給与制度の総合的見直しについても、本県において

同様の見直しを行う必要性の有無等について検討する必要があります。 

 ア  地域間の給与配分の見直し（給料表水準の見直し） 

人事院は、「民間賃金の低い地域における官民給与の実情をより適切に反映するための見

直し」を課題の一つとして、民間賃金水準の低い 12県における官民の較差と全国の較差との率

の差を踏まえ、国家公務員の地域間の給与配分を適正化するために、全国共通に適用する俸

給表の水準を平均２％引き下げることを勧告しました。 

本県においては、上記６の(2)のアで述べたとおり地域の民間給与との均衡を図ることを念頭
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に置いて職員給与の改定を行うこととしており、本年の給与の改定の実施後には、職員給与が

地域の民間給与と均衡する状況にあります。 

また、本県は、民間賃金水準の低い 12県に含まれず、今回、地域間の給与配分の見直しの 

一環として行われる地域手当の支給地域の見直しにおいても、本県内に支給地域が設けられ

ていません。 

このような状況のもとで、人事院勧告に準じて本県の給料表水準を引き下げれば、現給保障 

の経過措置を講じたとしても、来年度以降、地域の民間給与との均衡が図れなくなることが予見

されます。 

地域の民間給与を公務により反映するという今回の見直しの趣旨に鑑みれば、地域間の給 

与配分の見直しにおいては、単に国に準じて見直しを行うのではなく、地域の民間給与との均

衡を図ることに重きを置いて対処する必要があると考えます。 

イ  世代間の給与配分の見直し（給与カーブの見直し） 

   人事院は、上記アの地域間の給与配分の見直しに係る俸給表水準の引下げを行う際、併せ

て、「官民の給与差を踏まえた 50 歳代後半層の給与水準の見直し」という課題にも対処するた

め、俸給表水準を平均２％引き下げる中で、50 歳代後半層の職員が多く在職する高位号俸の

俸給月額について最大４％程度引き下げる一方で、若年層が多く在職する号俸の俸給月額の

引下げを抑制し、給与カーブを見直すという世代間の給与配分の見直しを行うこととしました。 

      本県においても、若年層職員の給与水準が民間より低く、高齢層職員の給与水準が民間より

高い傾向があり、近年の給料表の改定及び昇給・昇格制度の見直しにおいては、国に準じた

見直しを行ってきたところです。 

しかし、公務と民間では職員構成及び人事管理が異なり、人事管理に伴う給与処遇も異なる

ことから、公務と民間で世代別の給与水準の傾向（世代間の給与配分）に違いが生じることも必

然であり、その違いをどの程度まで、職員給与に反映すべきかは難しい課題です。 

また、本県の給料表の構造は、国の俸給表に準じてきましたが、同じ行政職でも職員構成が

国とは異なることから、今回の人事院勧告による俸給表改定に準じて給料表を改定した場合、

国家公務員とは異なる効果や影響が生じる可能性があり、世代間の給与配分の見直しについ

ては、慎重に対処する必要があると考えます。 

他方、50 歳代後半層職員の給与水準及び給与カーブの見直しについては、今後、年金の

支給開始年齢の段階的引上げに伴う雇用と年金の接続を改めて検討する上でも大きな課題で

あることは事実であり、世代間の給与配分の見直しについては、本県においても、引き続き検討

を行っていくことが必要であると考えます。 

ウ  職務や勤務実績に応じた給与配分（諸手当の見直し） 

人事院は、「公務組織の特性、円滑な人事運用の要請等を踏まえた諸手当の見直し」という

課題に対処するため、地域間の給与配分の見直しにより生じた原資を用いて、職務や勤務実

績に応じた給与配分として、広域異動手当、単身赴任手当（基礎額・加算額）、本府省業務調

整手当及び管理職員特別勤務手当の見直しを行うこととしています。 

地方公務員にも支給される単身赴任手当の加算額（職員の住居と配偶者の住居との間の交

通距離に応じて支給される手当。民間の帰宅費用に相当）及び管理職員特別勤務手当につい

ては、本県においても民間における手当の支給状況や職員の勤務実態が国と同様の状況にあ

ることから、国家公務員に準じた見直しが適当であると考えます。 

(2) 給与制度の総合的見直しへの対応について 

(1)で検討した給与制度の総合的見直しのうち、まず、アの地域間の給与配分の見直しにつ

いては、地域の民間給与との均衡をより重視する観点から、人事院勧告に準じた給料表水準の

引下げは見送ることとします。 

また、人事院は俸給表水準の引下げと併せて、民間の賃金が高い地域に支給される地域手

当の支給割合の見直し等を勧告しているところですが、給料表水準の引下げを行わないため、

東京事務所など県外の地域手当支給地域に勤務する職員に支給する地域手当の支給割合は

見直さないこととします。 

次に、イの世代間の給与配分の見直しについては、国の俸給表との構造上の均衡を図る観
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点に加え、定年の段階的な引上げを含めた雇用と年金の接続の観点から、本県においても検

討が必要な課題です。 

そこで、世代間の給与配分の見直しについては、人事院勧告に準じた見直しが職員給与に

与える効果や影響について検証するとともに、本県における人事管理や職員構成等の状況、

他の都道府県の取組状況等を総合的に勘案する必要があることから、引き続き、検討を行って

いくこととします。 

最後に、ウの職務や勤務実績に応じた給与配分については、人事院勧告に準じて平成 27

年４月１日から単身赴任手当の加算額及び管理職員特別勤務手当の見直しを行うこととしま

す。 

なお、単身赴任手当の加算額については、職員における単身赴任の実情を踏まえ、交通距

離区分毎の手当額の見直しを行うこととします。 

 

８ 給与制度の改正 

(1) 初任給基準の見直し 

新規学卒で採用される職員に支給される初任給月額は、本県の民間事業所の従業員に支給

される額を下回る状況にあり、他の都道府県の状況及び多様で有為な人材の確保の観点からも、

初任給月額の基準について見直しを検討する必要があると考えます。 

(2) 再任用職員の給与 

人事院は、年金の支給開始年齢の引上げによる再任用希望者の増加に伴い転居を伴う異動を

する職員の増加が避けられない状況にあること、及び「平成 25年職種別民間給与実態調査」の結

果を踏まえ、異動等に伴い単身赴任となった再任用職員に対しても単身赴任手当を支給すること

を勧告しました。 

本県の再任用職員の給与制度は国家公務員の再任用職員の給与制度に準じていること、ま

た、本県においても再任用職員が増加する傾向にあることから、平成 27 年４月１日から本県の再

任用職員に対して単身赴任手当を支給することとします。 

 

Ⅲ 職員の人事給与等に関する今後の課題 

 

１ 人事給与制度 

(1) 勤務実績の給与への反映 

国においては、国家公務員制度改革基本法に定める能力と実績に応じた処遇という基本理念

に基づき、人事評価の適切な実施とその結果を給与に反映する取組が進められています。 

本県においては、各任命権者において人事評価（勤務評定）が実施されていますが、勤務実

績を重視した昇給や勤勉手当の支給等については、各任命権者での取組内容に差異が見られ、

まだ勤務実績が給与に十分反映されているとは言い難い状況にあると考えます。 

     また、本年５月には地方公務員法の改正が行われ、「能力及び実績に基づく人事管理の徹

底」を措置することが求められていることから、今後も公務の特殊性及び長期的人事管理も考慮し

ながら、人事評価制度の適切な運用を行い、勤務実績の給与への反映に向けて、更に取組を進

めていく必要があります。 

 (2) 多様で有為な人材の確保及び育成 

社会経済情勢が激しく変化する中、複雑多様化する行政課題に的確に対応していくため、各

任命権者から採用試験を所管する本委員会に対しては、行政サービスの基盤を支える多様で有

為な人材の確保が期待されているものと考えます。 

一方、近年の職員採用を取り巻く環境は、受験年齢人口の減少、景気動向の影響等から、民

間企業、国、地方公共団体等による人材獲得競争が激しくなってきており、受験者数の確保が容

易ではなくなってきています。 

本委員会においては、より多くの受験者を本県受験に導くため、積極的な募集広報活動を実

施するとともに、各任命権者との協議を重ねながら、多様で有為な人材を確保するための試験制

度の改善に取り組んでいます。 
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平成 26 年度採用試験に向けては、大学や企業主催の就職説明会への参加機会を拡大する

など積極的なＰＲ活動に努め、また、試験制度についても、大学卒業程度及び免許資格職の第１

次試験の教養試験において選択解答制を導入し、警察官採用試験では、剣道及び柔道の有段

者が第１次試験を受験する際に加点することとしました。 

しかしながら、平成 26 年度大学卒業程度採用試験においては、民間企業の採用動向の影響

など様々な要因により、平成 25年度に比べ応募者数が大幅に減少する結果となりました。本委員

会と各任命権者は多様で有為な人材の確保を図るため、なお一層課題解決に向けた検討を行っ

ていくことが必要であると考えます。 

また、人材の育成については、各任命権者において、これまでも様々な取組がなされています

が、今後新たに生じる行政需要や行政課題に的確に対応することが求められており、限られた人

材を最大限に活用することが重要であると考えます。そのためには、各任命権者における人材育

成の基本方針に基づき、より一層職員の意識改革、能力向上などの人材育成を進めていくことが

必要であると考えます。 

(3) 女性職員の登用 

   本年６月に閣議決定された成長戦略「経済財政運営と改革の基本方針 2014」及び「「日本再

興戦略」改訂 2014」においては、女性の活躍推進が政府全体として取り組むべき重要な課題とし

て取り上げられており、女性が活躍する社会の実現に向けて、今後、様々な取組が進められるこ

とになっています。 

本県では、“男女がともに自立し、支えあう社会の実現”に向けて平成13年３月に「熊本県男女

共同参画計画」を策定（平成 23年３月に第３次計画を策定）するとともに、平成 24年６月に策定さ

れた「幸せ実感くまもと４カ年戦略」においても男女共同参画の推進を重点施策の一つとして位置

付けており、本委員会としても、女性職員の登用は、男女共同参画社会実現のために引き続き積

極的に取り組むべき課題であると考えています。また、社会の多様なニーズに迅速かつ柔軟に対

応するため、多様な人材を積極的に活用しようという「ダイバーシティ」の考え方がありますが、公

務におけるダイバーシティの観点からも、女性職員が能力を発揮して、活き活きと働くことができる

組織の実現は重要な課題であると考えます。 

各任命権者の取組によって、係長級以上の役付職員に占める女性職員の割合は年々着実に

上昇していますが、今後とも、性別にかかわりなく職員それぞれの能力を最大限に活かす適材適

所への配置やキャリア形成の支援、多様な職務機会の付与、仕事と家庭の両立ができる柔軟な

勤務体制の推進、職員の意識改革等に努めながら、引き続き女性職員の登用拡大に向けた取組

を進めていく必要があります。 

特に、職員一人ひとりが家庭において育児や介護等の役割を果たしつつ、能力を最大限に発

揮して職務を遂行することができる職場環境の整備を図っていくことは、女性職員の登用をより推

進していく上でも重要な課題であり、本県においても積極的に取り組む必要があると考えます。 

(4) 雇用と年金の接続 

公的年金の支給開始年齢の引上げに伴う雇用と年金の接続の問題に関し、平成 23 年９月に

人事院は、「定年を段階的に 65 歳に引き上げるための国家公務員法等の改正についての意見

の申出」を行いました。 

しかし、民間企業に係る高年齢者雇用対策については、高年齢者等の雇用の安定等に関す

る法律の改正により、定年延長ではなく継続雇用制度の改正で対応することとなったことを踏ま

え、政府は、平成 25年３月、国家公務員についても、当面、定年の段階的延長ではなく、希望す

る職員を公的年金の支給開始年齢に達するまで原則として再任用するとの閣議決定を行ったと

ころです。 

このような状況の中、人事院は、本年の「職員の給与等に関する報告」の中で、現状のような

再任用の実態が続くと、公務能率及び職員の士気が低下したり、生活に必要な収入が得られな

いなどの問題が深刻化するおそれがあるとして、業務の運営及び定員の配置を柔軟に行うととも

に、60歳前からの退職管理を含む人事管理の見直しを進めていく必要があると言及しています。 

一方、本年４月に公布された国家公務員法等の一部を改正する法律（平成 26 年法律第 22

号）の附則では、政府は平成 28 年度までに、平成 23 年の人事院の意見の申出を踏まえつつ、
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定年の段階的な引上げ、再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を

講ずることについて検討を行うと定められています。 

本県においても、定年の段階的な引上げ等に関する国の動向を注視するとともに、当面実

施される職員の再任用が円滑に行われるよう、人事管理や給与処遇の見直しなどを進めていく

必要があると考えます。 

(5) 地方公務員法の改正 

公務員制度改革について、平成 20年６月の国家公務員制度改革基本法に基づき検討されて

いた一般職公務員への協約締結権の付与や給与勧告制度の廃止については、地方公務員法の

改正法案を含む関係法案が平成 24年 11月に廃案になったことに伴い、当面は現行の給与勧告

制度が維持されることとなり、労働基本権制約の見直し以外の制度改革が進められることとなりま

した。 

地方公務員については、本年５月の地方公務員法の改正に伴い、(1) の「勤務実績の給与へ

の反映」でも述べた「能力及び実績に基づく人事管理の徹底」に加え、「退職管理の適正の確保」

に関する措置について、新たに規定が設けられ、営利企業等に再就職した元職員に対し、離職

前の職務に関して、現職職員への働きかけが禁止されたほか、働きかけの規制違反に対して人

事委員会による監視体制を整備することとなりました。 

改正地方公務員法は平成 28 年度から施行される見込みですが、本委員会においても、任命

権者との協議・連携を図りながら、改正法の施行に向けて、人事委員会規則及び通知の整備な

ど、所要の措置を適切に講じていく必要があります。 

 

２  仕事と生活の調和に向けた勤務環境の整備 

職員の仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）のためには、健康で豊かな生活のための時

間の確保や、多様な働き方を選択できる環境整備が重要であると考えます。 

(1) 総実勤務時間の縮減 

ア  時間外勤務 

任命権者においては、「時間外勤務の縮減に関する指針」を定め、事前命令の徹底を図り、 

年間 360時間の目安時間及び定時退庁日の設定を行ってきたほか、業務内容、仕事の進め方

等の見直しに係る「時間外勤務縮減の具体策」の提示や、労使による協議の場を設けるなど、こ

れまでも時間外勤務の縮減に取り組まれています。 

しかし、これらの取組にもかかわらず、災害発生時など突発的な場合を除いても、本庁等の

一部の部署では長時間の時間外勤務が依然として生じています。このことが、職員の心身の

健康のみならず、仕事と生活の調和に与える影響も懸念されるところであり、時間外勤務の縮

減は仕事と家庭の両立に向けた環境整備や女性職員の登用を図る上でも重要であると考えま

す。 

その改善に向けて、任命権者は時間外勤務の要因を改めて把握､分析のうえ、指針に基づ

く取組の見直しや重点化、管理監督者への研修・指導、職員の意識改革等を行うことにより、

時間外勤務の縮減を更に組織的に進める必要があります。 

特に、管理監督者においては、過度の長時間勤務が職員の心身の健康や公務の能率的な

運営、ひいては仕事と生活の調和に多大な影響を及ぼすことに留意するとともに、職員の勤務

時間の適確な把握と適正な管理を行うことは自らの責務であることを改めて強く認識し、業務

の適切な配分や計画的・効率的な執行を行い、時間外勤務の縮減に努める必要があります。 

また、管理監督者は、既存の業務はもとより、新たな事業、業務の実施検討に当たっては、

その執行段階における体制等についても十分に検討、判断のうえ､適切な業務マネジメントを

行い、職員の勤務時間の増加を招かないよう配慮することが重要であると考えます。 

イ  教職員の勤務時間 

教育委員会においては、「教職員の総実勤務時間の縮減に係る指針」に基づき、業務の適 

切な配分、定時退勤の推進、事務改善及び会議の簡素化・効率化に取り組むとともに、教職員

の負担感の軽減を図る観点から、事務事業の見直しなどにも積極的に取り組まれています。 

他方、学校現場においても管理監督者が教職員の勤務時間の適確な把握と適正な管理を
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行うことが重要であり、総実勤務時間の縮減に向けてより一層取り組んでいく必要があると考え

ます。 

ウ  年次有給休暇の取得 

年次有給休暇の取得は、健康で豊かな生活のための時間を確保し、職員の健康を維持する

という観点から重要であると考えます。 

各任命権者においては、年次有給休暇の計画的取得を推奨し、併せて職員への意識啓発

を積極的に行うとともに、管理監督者は、職員一人ひとりに対する適切な業務マネジメントや年

次有給休暇の率先取得等を行い、職員がより一層年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに

努める必要があります。 

(2) 職員の健康管理 

職員の心身の健康管理については、「からだの健康管理としての生活習慣病の予防」及び

「心の健康管理としてのメンタルヘルス対策」が二つの柱です。各任命権者において、生活習慣

病等の早期発見のための各種健康診断や生活習慣改善のための特定保健指導等の取組、ま

た、メンタルヘルス対策のための心の健康づくり計画の策定や各種研修の実施、健康管理推進

員の配置、相談体制の整備等の取組を積極的に実施されています。 

各任命権者においては、これらの取組を引き続き推進するとともに、特にメンタルヘルス対策

については、全休職者に占める心の疾病を理由とする休職者の割合が約７割と依然として高く、

メンタルヘルス相談者も多い状況にあることから、体系的な取組を継続して推進することが必要

です。 

このためには、各任命権者が、職員の心の健康レベルに応じて、メンタルヘルス対策の四つ

のケア、すなわち、セルフケア（職員自身がストレス対応能力を身に付け実践すること）、ラインに

よるケア（管理監督者が日頃から職員の状況把握に努め、メンタルヘルス不調者へ適切に対応

すること）、健康管理スタッフ等によるケア（産業医、保健師等が健康情報の提供及び職員・管理

監督者への支援を行うこと）及び医療機関等によるケア（外部の専門機関・専門家を活用し、支

援を受けること）の各段階に対応した取組を更に推進することにより、職員の心の健康を保持、

増進するとともに、心の不健康な状態にある職員については早期に対応していくことが重要であ

ると考えます。 

また、病気休職者の円滑な職場復帰に向けては、職場復帰支援手引等に基づき、管理監督

者が中心となって業務内容、勤務環境等に配慮するとともに、復職支援休暇の活用等が行われ

ているところです。今後とも職場復帰後の状況把握、定期相談の実施、業務遂行能力の回復の

支援など、職場復帰後の継続的なフォローアップに努める必要があると考えます。 

(3) 両立支援その他勤務環境の整備 

ア 両立支援 

職員が、仕事と生活の調和を図りながら、その能力を十分に発揮するためには、制度面の整

備だけでなく、周りの職員の理解と協力が得られる職場づくりを含めた良好で働きやすい勤務環

境の整備が不可欠であると考えます。 

特に育児や介護を行う必要のある職員に対しては、両立支援の取組を推進していくことが重

要であり、本県においては、育児休業を取得することができる職員の範囲の拡大、１か月以内

の育児休業を取得する場合における期末手当の支給割合の引下げの廃止を行ったほか、短期

の介護休暇を導入するなど、育児や介護と仕事との両立支援の制度は年々整ってきています。 

しかし、男性職員の育児休業取得率は依然として低い状況にあることから、「熊本県特定事業

主行動計画（後期計画）」に掲げる目標の実現に向けて、男性職員が育児休業、育児参加のた

めの休暇などの両立支援制度を積極的に活用できるよう、更なる周知・啓発の取組を行い、性

別にかかわりなく育児参加しやすい職場づくりを引き続き進めることが重要であると考えます。 

また、本県では県民の４人に１人が 65 歳以上の高齢者となり、今後も更に高齢化が進み、介

護を必要とする者の増加が見込まれる中、職員が介護と仕事を両立できる勤務環境を整備して

いくことは、より一層重要になってくると認識しています。 

各任命権者においては、育児や介護と仕事との両立を支援していくために、職員が利用しや

すい制度の整備に努め、各種制度の周知の徹底を更に図るとともに、育児休業、介護休暇等を
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取得しやすい職場づくりに向けて、管理監督者等の意識改革にも引き続き取り組む必要があり

ます。 

イ ハラスメントの防止 

セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメントは、職員の心身に支障を及ぼし職場の環境

を悪化させるだけでなく、職務能率や職場秩序に影響を与える点からも看過できない問題で

す。各任命権者においては、今後も各種職員研修の実施、相談しやすい体制の整備を図ること

により、更に良好な勤務環境の整備に努める必要があります。 

 

３ 危機発生時の勤務条件 

平成 23 年の東日本大震災、平成 24 年の熊本広域大水害、本年の高病原性鳥インフルエンザ

の発生など、近年不測の事態が頻発しています。このような不測の事態に対し、県として迅速かつ

的確に対応することが求められており、被災地への職員派遣など、様々な対応が講じられてきまし

た。 

他方、不測の事態への対処に伴い発生する業務に従事する職員やこれらの職員が所属する職

場へ適切に配慮することは、職員の適正な勤務条件の確保の観点からも重要な課題です。 

各任命権者においては、特例勤務の活用や週休日の振替期間の拡大、代替職員の確保、民間

への業務委託、職員配置の調整等を行うことにより、職員や職場の負担軽減のための措置を講じて

きたほか、産業医の面談等による派遣職員の健康管理、従事する業務の実態を踏まえた給与関係

規程の整備、運用を行うなど、給与、勤務時間等の勤務条件の面からも配慮が行われています。 

今後とも各任命権者においては、不測の事態の発生に際し、的確に対処できる体制の整備はも

とより、職員の勤務条件の悪化を招かない取組や業務内容を踏まえた給与処遇を行っていくことも

重要であると考えます。 

また、災害等の危機発生時、職員が復旧支援等の活動にボランティアとして参加することも期待

されており、熊本広域大水害の際には多くの職員が復旧支援活動に参加したところです。 

引き続き、職員に対するボランティア活動の啓発及び職員のボランティア活動を支援するための

特別休暇制度の更なる周知を行い、公務の運営に支障がない範囲内で、職員が社会の一員として

積極的にボランティア活動に参加できるよう配慮することが必要であると考えます。 

 

４ 臨時職員の勤務条件 

臨時職員の勤務条件については、基本的には各任命権者で措置されていますが、職員との均

衡及び勤務の内容を踏まえた適切なものとなるよう、各任命権者において引き続き検討する必要が

あると考えます。 

 

５ 県民からの信頼の確保 

職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務するものであり、職員には、勤務時間の

内外を問わず、公務員としての高い倫理意識が求められています。各任命権者においても、職員

の意識の向上を図るための様々な取組が行われていますが、飲酒運転など、県民の信頼を著しく

損なう不祥事の発生が未だになくならない状況にあります。 

本県では、職員の法令遵守意識の向上等に向けて、「熊本県職員行動規範」を定めています

が、県民の負託にこたえ、適正に行政課題に取り組んでいくためには、職員一人ひとりが改めて全

体の奉仕者としての自覚を強く持ち、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識し

て、公務員倫理の保持及び服務規律の遵守に、引き続き努める必要があります。 

各任命権者においては、平素からの指導を更に徹底し、不祥事を未然に防ぐため、管理監督者

に対する研修の実施など、引き続き職員研修の改善、強化を図り、綱紀の保持にこれまで以上に

万全を期し、県民からの信頼の確保に努めていくことが重要であると考えます。 

 

Ⅳ 給与に関する勧告実施の要請 

 

人事委員会勧告制度は、労働基本権制約の代償措置として、地方公務員法に定める情勢適応の
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原則及び均衡の原則に基づき、職員の適正な勤務条件を確保するためのものです。 

これらの原則が正しく適用されることが、職員の努力及び実績に的確に報いることになるとともに、

有為な人材の確保、労使関係の安定等をもたらし、行政の効率的、安定的な運営に寄与するもので

あると考えます。 

本年は、民間給与の状況、人事院の報告及び勧告並びに他の都道府県の動向等を総合的に勘

案した結果、月例給については、地域の民間給与との均衡を図るために、給料表水準の引上げを行

うとともに、単身赴任手当の基礎額の引上げを行うこととしたほか、給料表の改定に伴い、医師及び

獣医師に対する初任給調整手当を引き上げることとし、期末手当及び勤勉手当についても、民間に

見合うよう年間の支給月数を引き上げることを勧告することとしました。 

また、平成 27年４月以降の給与制度の改正として、単身赴任手当及び管理職員特別勤務手当の

見直しについても、併せて勧告することとしました。 

議会及び知事におかれましては、勧告制度の意義及びそれが果たしている役割に深く御理

解をいただき、別紙第２の勧告[後掲]どおり速やかに実施されるよう要請いたします。 
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■ 平成２６年 職員の給与等に関する勧告 ■ 

 本委員会は、別紙第１の報告[前掲]に基づき、職員の給与について次のとおり勧告します。 

 

Ⅰ 平成 26年の給与改定 

１  給料表の改定について 

現行の給料表を別記第１[略]（特定任期付職員に適用される給料表にあっては別記第２[略]、任期

付研究員に適用される給料表にあっては別記第３[略]）のとおり改定すること。 

２  諸手当の改定について 

(1)初任給調整手当について 

ア 医療職給料表(1)の適用を受ける医師及び歯科医師に対する支給月額の限度を 412,200円

とすること。 

イ 医療職給料表(2)の適用を受ける獣医師に対する支給月額の限度を 30,200円とすること。 

(2)期末手当及び勤勉手当について 

ア 平成 26年 12月期の支給割合 

（ｱ） （ｲ）及び（ｳ）以外の職員 

勤勉手当の支給割合を 0.825月分（特定幹部職員は、1.025月分）とすること。 

（ｲ） 再任用職員 

勤勉手当の支給割合を 0.375月分（特定幹部職員は、0.475月分）とすること。 

（ｳ） 特定任期付職員及び任期付研究員 

期末手当の支給割合を 1.7月分とすること。 

イ 平成 27年６月期以降の支給割合 

（ｱ） （ｲ）及び（ｳ）以外の職員 

６月及び 12月に支給される勤勉手当の支給割合をそれぞれ 0.75月分（特定幹部職員に

あっては、0.95月分）とすること。 

（ｲ） 再任用職員 

６月及び 12月に支給される勤勉手当の支給割合をそれぞれ 0.35月分（特定幹部職員に

あっては、0.45月分）とすること。 

（ｳ） 特定任期付職員及び任期付研究員 

６月及び 12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ 1.55月分とすること。 

(3)単身赴任手当について 

単身赴任手当の基礎額を月額 30,000円とすること。 

Ⅱ 平成 27年 4月以降の給与制度の改正 

１  単身赴任手当について 

(1)  職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離の区分に応じて単身赴任手当の基礎額に加 

算することとされている額（加算額）の限度を月額 70,000円とすること。 

(2)  再任用職員に対して単身赴任手当を支給すること。 

２  管理職員特別勤務手当について 

(1)  管理監督職員（特定任期付職員及び特定任期付研究員を含む。）が、災害への対処その他

の臨時又は緊急の必要により、熊本県職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年熊本県

条例第 13号）第３条第１項、第４条及び第５条の規定に基づく週休日又は第９条の規定に基づく

休日若しくは第 10 条の規定に基づく休日の代休日以外の日の午前０時から午前５時までの間

（正規の勤務時間以外の時間に限る。）に勤務した場合に、管理職員特別勤務手当を支給する

こと。 

(2)  (1)の管理職員特別勤務手当の額は、(1)による勤務１回につき、6,000 円を超えない範囲内に

おいて人事委員会規則で定める額とすること。 
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(4) 平成２６年給与の改定（参考) 

 

人事委員会報告及び勧告に基づき、次のとおり給与の改定が行われました。 

 

① 各給料表の引上げ改定［平成 26年 4月 1日遡及適用］ 

② 医師及び獣医師に対する初任給調整手当の引上げ改定［平成 26年 4月 1日遡及適用］ 

③ 単身赴任手当の引上げ改定（基礎額の引上げ［平成 26年 4月 1日遡及適用］/加算額の引上げ［平成 27年 4月 1日施行］） 

④ 期末手当・勤勉手当の支給月数の引上げ 

   （H26年 12月期の支給月数の引上げ［平成 26年 12月 1日遡及適用］/H27年 6月期以降の支給月数の配分見直し［平成 27年 4月 1日施行］） 

⑤ 管理職員特別勤務手当の支給要件である勤務の範囲の拡大［平成 27年 4月 1日施行］ 

⑥ 再任用職員への単身赴任手当の支給（適用除外の規定の改正）［平成 27年 4月 1日施行］ 

⑦ 初任給基準の引上げ改定［平成 27年 4月 1日施行］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 改定の実施時期等 

１  改定の実施時期 

この改定は、平成 26年４月１日から実施すること。ただし、Ⅰの２の(2)のアについては平成 26年

12月１日から、Ⅰの２の(2)のイ及びⅡについては平成 27年４月１日から実施すること。 

２  単身赴任手当の加算額の月額の特例措置 

平成 27 年４月１日から平成 30 年３月 31 日までの間における単身赴任手当の加算額の月額に

ついて、Ⅱの１の(1)中「70,000 円」とあるのは「70,000 円を超えない範囲内で人事委員会規則で定

める額」とすること。 
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３ 条例・規則等 
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３ 条例・規則等 
 

 (1) 条例案に対する人事委員会の意見 

  県議会から求められた条例案についての意見 
 

意見表明年月日 議案番号 条 例 案 名 内       容 

26.9.11 第２号 

 

熊本県職員等の配偶

者同行休業に関する条

例 

 

 

本議会に提案されました議案第２号について、地方公

務員法第５条第２項の規定に基づき人事委員会の意見を

申し述べます。 

 議案第２号の「熊本県職員等の配偶者同行休業に関す

る条例」については、地方公務員法の改正に伴い、外国

で勤務等をする配偶者と生活を共にすることを希望する

有為な職員の継続的な勤務を促進するため、配偶者同行

休業の制度を導入するものであり、適当であると考えま

す。 

26.12.2 第１６号 

 

熊本県一般職の職員

等の給与に関する条例

等の一部を改正する条

例 

 

 

本議会に提案されました議案第１６号について、地方

公務員法第５条第２項の規定に基づき人事委員会の意見

を申し述べます。 

 議案第１６号の「熊本県一般職の職員等の給与に関す

る条例等の一部を改正する条例」のうち、企業職員、病

院局職員及び技能労務職員を除く一般職の職員に関する

部分については、本委員会が本年１０月に議会及び知事

に対して行いました職員の給与等に関する報告及び勧告

の内容に沿って、給料表、初任給調整手当及び単身赴任

手当の引上げ改定並びに期末手当及び勤勉手当の支給月

数の引上げ等の改正を行うものであり、適当であると考

えます。 

27.2.17 第８２号 

 

 

 

第８３号 

熊本県立学校職員の

給与に関する条例の一

部を改正する条例 

 

熊本県職員の特殊勤

務手当に関する条例の

一部を改正する条例 

  

本議会に提案されました議案第８２号及び議案第８３

号について、地方公務員法第５条第２項の規定に基づき

人事委員会の意見を申し述べます。 

議案第８２号の「熊本県立学校職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例」については、漁ろう実習手当

の支給対象となる船舶を所管する高等学校が熊本県立天

草拓心高等学校に変更されることに伴い、関係規定の整

理を行うものであり、また、教員給与に係る義務教育費

国庫負担金の最高限度額の算定方法が見直されたことに

伴い、教員の特殊勤務手当の額の見直しを行うものであ

り、適当であると考えます。 

議案第８３号の「熊本県職員の特殊勤務手当に関する

条例の一部を改正する条例」については、漁ろう手当の

支給対象となる船舶を所管する高等学校が熊本県立天草

拓心高等学校に変更されることに伴い、関係規定の整備

を行うものであり、適当であると考えます。   
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 (2) 規則等の制定・改廃 

  ア 規 則 

規則番号 公布年月日 規   則   名 概      要 

第１６号 26.4.4 熊本県に公平委員

会の事務を委託して

いる地方公共団体の

管理職員等の範囲を

定める規則の一部を

改正する規則 

熊本県に公平委員会の事務を委託している天草市ほか３市３町

の組織改正や職の新設等に伴い、「管理職員等の範囲を定める規

則」について一部改正を行った。 

（26.4.4施行） 

第１７号 26.5.27 熊本県に公平委員

会の事務を委託して

いる地方公共団体の

管理職員等の範囲を

定める規則の一部を

改正する規則 

熊本県に公平委員会の事務を委託している水俣市ほか１市１町

の組織改正や職の新設等に伴い、「管理職員等の範囲を定める規

則」について一部改正を行った。 

（26.5.27施行） 

第１８号 26.7.29 熊本県人事委員会

事務局組織規則の一

部を改正する規則 

総務課の事務分掌に「物品の管理に関すること」を明記するため、

「分掌事務」を定める第３条の改正を行った。 

（26.7.29施行） 

第１９号 26.12.16 熊本県職員等の配

偶者同行休業に関す

る規則 

配偶者同行休業制度の導入に係る「熊本県職員等の配偶者同行休

業に関する条例」の制定に伴い、条例施行に関する規則の制定を行

った。 

（27.1.1施行） 

第２０号 26.12.16 配偶者同行休業の

制度の導入に伴う関

係人事委員会規則の

整備に関する規則 

配偶者同行休業制度の導入に伴い、関係する規則（給与関係）の

整備を行った。 

【関係規則】 

 ・熊本県職員等の給料等の支給に関する規則 

 ・熊本県職員等の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則 

 ・熊本県職員の通勤手当に関する規則 

 ・熊本県職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則 

 ・熊本県職員等の育児休業等に関する規則 

（27.1.1施行） 

第２１号 26.12.25 熊本県職員等の初

任給、昇格、昇給等の

基準に関する規則の

一部を改正する規則 

平成２６年の給与改定に伴い、別表第８「昇格時号給対応表」の

改正を行った。 

 

  （26.12.25施行） 

第２２号 26.12.25 熊本県職員等の給

料月額の調整額に関

する規則の一部を改

正する規則 

平成２６年の給与改定に伴い、給料の調整額の「調整基本額」を

定める別表第２の改正を行った。 

（26.12.25施行） 

第２３号 26.12.25 熊本県職員の初任

給調整手当に関する

規則の一部を改正す

る規則 

 平成２６年の給与改定に伴い、初任給調整手当の月額を定める別

表の改正を行った。 

（26.12.25施行） 

第２４号 26.12.25 熊本県職員の期末

手当及び勤勉手当に

関する規則の一部を

改正する規則 

 平成２６年の給与改定に伴い、勤勉手当の「成績率の範囲（上限）」

の改正を行った。 

（26.12.25施行） 
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第２５号 26.12.26 熊本県職員の任用

に関する規則の一部

を改正する規則 

 配偶者同行休業制度の導入に係る「熊本県職員等の配偶者同行休

業に関する条例」の制定に伴い、関係規定を整備した。 

（27.1.1施行） 

 

第１号 27.2.20 熊本県職員等の初

任給、昇格、昇給等の

基準に関する規則の

一部を改正する規則 

 平成２６年の人事委員会報告で言及した初任給基準の見直しを

行うために、別表第２初任給基準表の改正を行った。 

（27.4.1施行） 

第２号 27.3.10 熊本県職員の通勤

手当に関する規則の

一部を改正する規則 

 人事院規則改正に準じて、再任用に伴い特急列車等を利用して通

勤することになった職員を通勤手当の加算措置の権衡職員として

定めた。 

（27.4.1施行） 

第３号 27.3.10 熊本県職員の住居

手当に関する規則の

一部を改正する規則 

給与条例が改正され、再任用職員への単身赴任手当が支給される

ことに伴い、関係規定を整備した。 

 （27.4.1施行） 

第４号 27.3.10 熊本県職員の単身

赴任手当に関する規

則の一部を改正する

規則 

給与条例が改正され、単身赴任手当の加算額が見直されたこと、

及び再任用職員への単身赴任手当が支給されることに伴い、関係規

定を整備した。 

                       （27.4.1施行） 

第５号 27.3.10 熊本県職員の管理

職員特別勤務手当に

関する規則の一部を

改正する規則 

給与条例が改正され、平日深夜勤務への管理職員特別勤務手当が

支給されることに伴い、関係規定を整備した。 

 （27.4.1施行） 

第６号 27.3.27  熊本県人事委員会

事務局組織規則の一

部を改正する規則 

平成２７年４月１日付けの組織改正に伴い、関係規定を整備し

た。 

（27.4.1施行） 

第７号 27.3.27 管理職員等の範囲

を定める規則の一部

を改正する規則 

 知事部局の組織改正に伴い、管理職員等の範囲について規定の整

備を行った。 

（27.4.1施行） 

第８号 27.3.27 
教育長の営利企業

等の従事制限に関す

る規則 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、教

育長の兼職禁止の地位を定める規則の整備を行った。 

（27.4.1施行） 

第９号 27.3.27 熊本県職員等の給

料月額の調整額に関

する規則の一部を改

正する規則 

 平成２７年４月１日付け中学校の改廃等に伴い、「調整を行う職」

等を定める別表第１の改正を行った。 

（27.4.1施行） 

第１０号 27.3.27 

 

 

 

熊本県職員の管理

職手当に関する規則

の一部を改正する規

則 

平成２７年４月１日付け組織改正及び人事異動に伴い、「管理職

手当を支給する職」を定める別表第１の改正を行った。 

（27.4.1施行） 

第１１号 27.3.27 熊本県へき地手当

等に関する規則の一

部を改正する規則 

平成２７年４月１日付け県立高等学校再編整備及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、「特別の地域に

所在する学校」を定める別表第５の改正を行った。 

（27.4.1施行） 
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第１２号 27.3.31 熊本県人事委員会

が取り扱う個人情報

の保護等に関する規

則の一部を改正する

規則 

宅地建物取引業法の一部改正に伴い、本人確認書類の規定を整備

するため、「本人等であることを証明するために必要な書類」を定

める第 4条の改正を行った。 

（27.4.1施行） 

第１３号 27.3.31 熊本県に公平委員

会の事務を委託して

いる地方公共団体の

管理職員等の範囲を

定める規則の一部を

改正する規則 

熊本県に公平委員会の事務を委託している水俣市ほか３５市町

村及び１一部事務組合の組織改正や職の新設等に伴い、「管理職員

等の範囲を定める規則」について一部改正を行った。 

（27.4.1施行） 

第１４号 27.3.31 熊本県職員の住居

手当に関する規則の

一部を改正する規則 

平成２７年４月から自宅に係る住居手当が完全に廃止されるこ

とに伴い、規定の整備を行った。 

（27.4.1施行） 

第１５号 27.3.31 熊本県職員の管理

職員特別勤務手当に

関する規則の一部を

改正する規則の一部

を改正する規則 

特定任期付職員及び特定任期付研究員の平日深夜勤務に係る管

理職員特別勤務手当の額について、管理監督職員と同様に定めるた

めに、一部改正規則の一部改正を行った。 

（27.3.31施行） 

 

 

  イ 告 示 

告示番号 公布年月日 告   示   名 概      要 

第２号 

 

26.12.16 熊本県職員等の給与簿取扱

規程の一部を改正する規程 

配偶者同行休業制度の導入等に伴い、関係規定の整備を

行った。 

（27.1.1施行） 
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４ 公平審査 

 

 (1) 勤務条件に関する措置要求の係属状況 

 

区  分 
平成 25年度末の 

係 属 件 数 

平成 26年度中の 

要 求 件 数 

平成 26年度中の 

終 結 件 数 

平成 27年度への 

繰 越 件 数 

 

県 

 

職 

 

員 

給 与 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

休 暇 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

その他 0(0) 2(2) 2(2) 0(0) 

計 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

受託市町村等 

職    員 
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

合  計 0(0) 2(2) 2(2) 0(0) 

    数値は要求者数であり、（ ）内は事案数である。 

 

 (2) 不利益処分についての不服申立ての係属状況 

 

区  分 
平成 25年度末の 

係 属 件 数 

平成 26年度中の 

申 立 件 数 

平成 26年度中の 

終 結 件 数 

平成 27年度への 

繰 越 件 数 

 

県 

 

職 

 

員 

 

 

懲戒処分 0(0) 3(3) 0(0) 3(3) 

分限処分 0(0) 1(6) 1(5) 1(1) 

その他 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

計 0(0) 4(9) 1(5) 4(4) 

受

託

市

町

村

等

職

員 

懲戒処分 1(1) 0(0) 1(1) 0(0) 

分限処分 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

そ の 他 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

計 1(1) 0(0) 1(1) 0(0) 

合  計 1(1) 4(9) 2(6) 4(4) 

    数値は、申立者数であり、（ ）内は事案数である。 

同じ人が、複数回の不服申立を行っている。 
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 (3) 不利益処分についての不服申立ての審査の状況（平成 26年度） 

 

事  案  名 審 査 の 状 況 

平成 26年（人不）第１号事案（平成 26. 1.27申立て） 準備手続    （平成 26. 6. 2） 

第１回口頭審理 （平成 26. 8. 8） 

第２回口頭審理 （平成 26. 8.26） 

第３回口頭審理 （平成 26. 9.26） 

第４回口頭審理 （平成 26.11.27） 

裁 決     （平成 27. 3. 2） 

平成 26年（人不）第２号事案（平成 26. 4.30申立て） 書面による審理 

平成 26年（人不）第３号事案（平成 26. 5. 8申立て） 準備手続    （平成 26. 9.24） 

第１回口頭審理 （平成 26.12.10） 

第２回口頭審理 （平成 26.12.19） 

第３回口頭審理 （平成 27. 1. 9） 

第４回口頭審理 （平成 27. 2. 6） 

第５回口頭審理 （平成 27. 3.26） 

平成 22 年（人不）第１号事案及び平成 23 年（人不）

第３号事案の再審請求（平成 26. 6.11申立て） 

判 定     （平成 26. 7.17） 

平成 22 年（人不）第１号事案及び平成 23 年（人不）

第３号事案の再審請求（平成 26. 7.19申立て） 

判 定     （平成 26. 8.28） 

平成 22 年（人不）第１号事案及び平成 23 年（人不）

第３号事案の再審請求（平成 26. 8.31申立て） 

判 定     （平成 26. 9 .11） 

平成 22 年（人不）第１号事案及び平成 23 年（人不）

第３号事案の再審請求（平成 26. 9.16申立て） 

判 定     （平成 26.10 .24） 

平成 22 年（人不）第１号事案及び平成 23 年（人不）

第３号事案の再審請求（平成 26.10.30申立て） 

判 定     （平成 27. 1 .29） 

平成 22 年（人不）第１号事案及び平成 23 年（人不）

第３号事案の再審請求（平成 27. 1.31申立て） 

 

平成 27年（人不）第１号事案（平成 27. 2.18申立て）  
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５ 職員団体 
 

 (1) 職員団体の登録 

 

 県 関 係 分 受託市町村等分 計 

平成 25年度末登録団体数 12 28 40 

平成 26年度解散届受理団体数 1 0 1 

平成 26年度新規登録団体数 0 1 1 

平成 26年度末登録団体数 11 29 40 

記載事項(役員)変更届出書受理団体数 8 23 31 

規約変更届出書受理団体数 1 3 4 

 

 

 

 (2) 登録職員団体一覧表（県関係分）  

   （平成 27年 3月 31日現在） 

 

職 員 団 体 の 名 称 登録年月日 法人申出の有無 

自治労熊本県職員労働組合 昭和 41.10.11 無 

熊本県教職員組合 41.10.11 有 

熊本県高等学校教職員組合         41.10.11 有 

熊本県菊池教職員組合         41.10.11 有 

熊本県阿蘇教職員組合         41.12.24 有 

熊本県宇城教職員組合         52. 7.28 有 

熊本県八代教職員組合         53. 3. 2 有 

熊本県学校事務労働組合         56.10.29 無 

熊本県人吉球磨教職員組合         59. 5.31 有 

熊本県水俣芦北教職員組合 平成 5. 9.27 有 

熊本県教職員組合上益城支部          5.11.18 有 
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 (3) 登録職員団体一覧表（受託市町村等分）  

   （平成 27年 3月 31日現在） 

 

職 員 団 体 の 名 称 登録年月日 法人申出の有無 

錦町職員組合 昭和 41.10.11         無 

和水町職員組合  41.10.11         無 

御船町役場職員組合  41.10.11         無 

南関町職員組合  41.10.11         無 

水上村役場職員組合   41.10.11         無 

多良木町役場職員組合  41.10.11         無 

津奈木町職員組合  41.10.11         無 

阿蘇市職員労働組合  41.10.11         無 

大津町役場職員組合  41.10.11         無 

苓北町職員組合  41.10.11         無 

天草市職員労働組合  41.10.11         有 

自治労山都町職員組合  41.10.11         有 

宇城市職員労働組合  41.10.11         無 

美里町職員組合  41.10.11         無 

山江村職員組合  41.10.11         無 

南阿蘇村職員組合  42. 8. 3         無 

相良村職員組合  42. 8. 3         無 

南小国町職員組合  42. 8. 3         無 

益城町職員組合  42. 8.30         無 

五木村職員組合  48. 5. 1         無 

合志市職員組合  57. 8. 5         無 

西原村役場職員組合 平成 3.12.11          無 
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職 員 団 体 の 名 称 登録年月日 法人申出の有無 

上天草市職員組合 平成 16.12.27         無 

芦北町自治職員労働組合   17. 5.13         無 

小国町職員組合   19.12.25         無 

長洲町職員組合   24. 9. 6 無 

玉東町職員組合   24.11. 7 無 

自治労球磨村役場職員組合   25. 6.19 無 

あさぎり町役場職員組合  26.12．4 無 

 

 

 

 (4) 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律に基づく規約認証  

（平成 27年 3月 31日現在） 

 

団  体  名 認証年月日 

全日本自治団体労働組合熊本県本部 平成 7.12.18 
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６ 公平委員会の事務の受託 
 

区  分 市町村等の別 受 託 団 体 数 職員団体登録数 
管理職員等の範 
囲を定めている 
団  体  数 

平成25年度末の 

 

受 託 団 体 数 

市 6 5 6 

町   村 31 23 31 

一部事務組合 20  15 

広 域 連 合 5  4 

計 62 28 57 

平成26年度中の 

 

新規受託団体数 

市    

町   村  1  

一部事務組合    

広 域 連 合    

計  1  

平成26年度中の 

 

受託廃止団体数 

市    

町   村    

一部事務組合    

広 域 連 合    

計    

平成26年度末の 

 

受 託 団 体 数 

市 6 5 6 

町   村 31 24 31 

一部事務組合 20  15 

広 域 連 合 5  4 

計 62 29 56 

（参考）平成 26年度末の団体数 14市 31町村 26一部事務組合 5広域連合 
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７ 労働基準監督機関の職権行使 
 

 (1) 労働基準法別表第一各号区分一覧表                  （平成27年3月31日現在） 
 

法別表第一 

の号別 
業 種 事  業  所  名 

労働基準 

監督機関 

第12号 教育・研究業 

･消防学校          ･保健環境科学研究所 

･産業技術センター      ･高等技術専門校 

･技術短期大学校 

･農業研究センター（矢部試験地を含む。） 

･農業研究センター各研究所  ･農業大学校（阿蘇校舎を含む。） 

･林業研究指導所       ･水産研究センター 

･県立図書館         ･教育センター 

･生涯学習推進センター    ･天草青年の家 

･各少年自然の家       ･あしきた青少年の家 

･県立美術館 

･装飾古墳館（歴史公園鞠智城・温故創生館を含む。） 

･各県立学校（分校を含む。）  ･警察学校 

人事委員会 

第13号 保健衛生業 
･各地域振興局保健福祉環境部 ･清水が丘学園 

･こども総合療育センター   ･精神保健福祉センター  

労働局・ 

労働基準 

監督署  

法別表第一に掲げる 

事業以外の官公署 

･本庁知事部局 

･各広域本部（県央広域本部、広域本部が置かれない各地域振興局、 

県北広域本部農林水産部水産課、地域振興局保健福祉環境部を除 

く。） 

･広域本部が置かれない各地域振興局（保健福祉環境部及び上益城 

地域振興局土木部を除く。玉名地域振興局には県北広域本部農林 

水産部水産課を含む。） 

･県央広域本部税務部     ･熊本農政事務所 

･熊本土木事務所       ･上益城地域振興局土木部 

･自動車税事務所       ･防災消防航空センター 

･東京事務所         ･福祉総合相談所 

･八代児童相談所       ･食肉衛生検査所 

･環境センター        ･くまもと県民交流館 

･大阪事務所         ･福岡事務所 

･各家畜保健衛生所      ･漁業取締事務所 

･熊本駅周辺整備事務所    ･市房ダム管理所 

･氷川ダム管理所       ･各港管理事務所 

･天草空港管理事務所     ･議会事務局 

･各行政委員会事務局     ･各教育事務所 

･警察本部 

･各警察署（各交番、各警備派出所、各駐在所を含む。） 

人事委員会 
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(2) 平成２６年度中の労働安全衛生法に基づく届出の受理状況 

 

内   容 知事部局 教育委員会 警察本部 計 

総括安全衛生管理者選任報告 1   1 

衛生管理者・産業医選任報告 17 73 25 115 

 

 

 (3) 平成２６年度中の労働安全衛生法第３８条の特定機械の検査状況 

 

種 類 検査区分 対象基数 検査基数 
検査結果 未検査 

基 数 
廃止基数 

合 格 条件付 不合格 

ボイラー 

性能検査 11 7 7 － － 
(注１) 

4 
－ 

落成検査 － － － － － － － 

第 一 種 

 

圧力容器 

性能検査 15 12 12 － － 
(注２) 

3 
－ 

落成検査 － － － － － － － 

クレーン 

性能検査 10 
(注３) 

2 

 

2 
－ － － － 

落成検査 － － － － － － － 

（注１）休止中：農業大学校阿蘇校舎（県５６号）、阿蘇清峰高等学校（教２０号）、小川工業高等学校

（教５５号）、玉名工業高等学校（教７２号） 

（注２）休止中：果樹研究所（県３１号）、南稜高等学校（教６５号）、菊池農業高等学校（教１５号） 

（注３）クレーンの性能検査は２年に１度実施。 

 

 (4) 平成２６年度中の労働基準法に基づく認定等の状況 

 

内   容 知事部局 教育委員会 警察本部 計 

解雇予告除外の認定 1 0 0 1 

宿日直勤務の許可 0 0 5 5 

時間外休日労働協定届の受理 16 80 1 97 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	01 表紙、目次
	02（人事委員会）（P１～１４）
	03（事務局）（P１５～２０）
	04（職員の任用）（P２０～３６）
	05（職員の給与）（P３７～４２）
	05（職員の給与）（P４３～５８）
	06（条例規則等）（P５９～６４）【統合ver.】doc
	07（公平審査）（P６５～６８）
	08（職員団体、公平委員会事務受託）P６９～７２
	09（労働基準監督機関の職権行使）P７３～７４
	10 裏表紙

